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議会運営委員会会議録 

 

平成２９年４月６日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ０時０３分閉議（実時間１１６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議長の諮問に関する事項 

 （１）議会改革について 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  鈴木田 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 議会事務局次長    嶋 田 和 博 君 

                              

○記録担当書記     嶋 田 和 博 君 

            増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（野﨑伸也君） 済みません、松永副

委員長ですけれども、少しおくれますというこ

とで連絡がありましたので、それでは早速です

が、ただいまから議会運営委員会、開会いたし

ます。 

 まず、お手元にですね、Ａ３の資料をです

ね、お配りしております。これはですね、議会

改革特別委員会が調査に当たり、類似団体に関

連項目をですね、調査をかけたというようなこ

とでございまして、その際、本委員会の関連項

目もあわせて調査をしていただきましたので、

その結果表ということになっております。 

 今後というか、きょうもですね、活用できる

かなというような項目もありますので、議論の

参考にしていただければというふうに思いま

す。 

                              

◎議長の諮問に関する事項 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、議題の１

番目、議長の諮問に関する事項の（１）議会改

革についてを議題といたします。 

 まず、①請願者、陳情者の意見陳述機会を設

けることについてでありますが、２月２７日の

本委員会において、運用開始については６月定

例会からとすることとし、申し合わせに関する

運用事項に対して、各会派内での確認をお願い

をしておりました。 

 そこで、まずはその協議結果について、御報

告をいただきたいと思いますが、どなたからで

も結構でございますけれども、ございますか。 

○委員（亀田英雄君） 久しぶりの会議なもん

やけん、話の内容がつかめませんので、もう１

回よろしゅうございますか。 

○委員長（野﨑伸也君） 皆さん方にレジュメ

をお配りしております。１枚めくってくださ

い。 

 ２枚目は申し合わせ事項ということで、これ

は御決定いただいたと、６月から運用していき
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ますよということで確認をいただいておりま

す。 

 その次のページ、請願・陳情者の意見陳述に

ついての申し合わせに関する運用事項（案）と

いうことで記載があります。この件について

は、皆さん方、会派に持ち帰っていただいて、

運用の関係ですので、主に議会事務局のほうで

関連する項目が主になりますけれども、一応皆

さん方で確認をしていただきたいということで

御提案をさせていただいておりました。 

 何かありましたらということで、御報告をい

ただきたいということで、今申し上げたところ

です。 

○委員（亀田英雄君） 特にございませんでし

た。 

○委員（成松由紀夫君） うちの会派ではです

ね、やはりなかなかこの意見陳述の機会を、従

来どおりがいいんではないかなということで、

その部分もこの間盛り込まれているというのは

あるんですが、要するに、委員会で諮って、そ

して必要とある場合はというような、従来のス

タンスの部分も今回のことには盛り込んではあ

るという説明はしてありますものの、毎回毎

回、意見陳述をやるのか、やられないのかみた

いなことをお尋ねしながらということになる

と、どうも参考人招致の弾力的活用とは、また

少し、意味合いがもともと違うのかなというの

があって、今ちょっと設けている、設けていな

い、設けていないというのが大半の中で、設け

ているところは、聞く場合があるというのは、

委員会の中でもんで、必要とあるときには設け

るというぐらいの話なんですけれども。 

 早速これを、６月からもう運用開始を早くし

たいというのが本意であるような気がしますの

で、もう一回ですね、ここの意見陳述をする場

合に当たってのところを、この間の何かな、野

村先生であったりとか、専門、有識者の方に少

し、もう一回見解をお尋ねするところをしてい

ただけないのかなというのは思うんですが、い

かがですかね。 

○委員長（野﨑伸也君） 私でよろしいです

か。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、特に見解を聞

こうという思いは、私はございません、ないで

す。というのが、いろいろとこれまでの議論を

してこられた中で、議論にかなりの時間も割い

て、ここで皆さんでいろいろもんでいただい

て、この申し合わせ事項をつくっていただいた

というような経緯がありますので、そこをまた

さらにということで、じゃあ、有識者にという

ようなところではですね、もういろんなところ

でその見解というのは出てるかと思うんですよ

ね。表を見ていただいたとおり、してるとこ、

してないとこはあるんですが、してるところ

も、これは類似団体のところでですね、とって

きてありますので、ほかの自治体のところをで

すね、１７００余りのところからすれば、もう

ほとんどのとこがやりかけているという、やっ

ているという状況がありますので、今さら、私

の中では聞かなくてもいいかなと。ここの議論

のですね、中でこれをつくっていったというの

がありますので、八代市議会としてのところと

いうのでありますので、そこはどうかなという

ふうには思ってます。 

 で、成松委員も言われたように、最終的に、

弾力的というようなところでおさめてますの

は、基本的にこれまでどおりだというふうに思

うんですよ。ただ、委員会にやっぱり諮る部分

というのが、一番ここの申し合わせ事項の中で

重要だったかなというふうに思うんですよね。

そこで、やっぱ要らないよと、今回は言われた

けど、委員会としてはそれは要らないんじゃな

いかというような皆さんの合意があればです

ね、これはもう、なしですから、今までどおり

になりますんで、そこのところはですね、御理
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解をいただければなというふうに。 

 言われたとおり、心配されているとおり、毎

回毎回やるのかという話じゃないんですが、言

われる、言われないが余りですね、私、ないん

じゃないかなと思うんですよ、自分はやりたい

んだというのがですね、というのがありますん

で。あとは最終的に、さっき言いました委員会

で皆さんの合意の中で、委員会の合意の中で、

呼ぶ、呼ばないというのは決められますので、

心配されてるところの、毎回毎回というのはで

すね、ちょっとないんじゃないかなというふう

には思ってます。 

○委員（成松由紀夫君） 今、委員長が言われ

る流れで行く部分であれば、私も心配はしない

んですよ。ただ、話をちょっといろいろとした

中で、どうしてもですね、ここの部分だけなん

ですよね。あとはもう、余りそこまで問題があ

るような感じはしないんですが、まあ、何点か

ありますけれども、一番のポイントは、意見陳

述の機会を与える、与えない。で、大半の方

は、今まで、従来どおりのスタンスなんじゃな

いのかなということは祈りますけれども、た

だ、これをルールとして位置づけるわけじゃな

いですか。（委員長野﨑伸也君「はい」と呼

ぶ） 

 で、懸念するのはですね、やはり、むしろ毎

回毎回、やっぱり市民の方々の請願、陳情とい

うのは、やっぱり思いがあってされるわけです

ので、やられる方もある場合が、出てくる場合

がある。そのときにどう対応していかなきゃい

かぬかという流れの中で、どうしても声の大き

い団体のほうが多数出てきてですね、声の小さ

い方々、例えば、賛成、反対の案件である場

合、賛成派の方々でも、少数でも声の大きい特

定団体があったりとか。むしろ賛成、反対のと

きにですね、今度は対立をあおるようなことも

懸念するわけですよね。そこの部分を、議会が

あおるようなことは決してないんですよと。中

立・公平の立場でそれぞれ議員が意見を申し述

べて、採択、不採択をやっていくんですよとい

うスタンスは絶対大事にしていかんといかんわ

けですので、どうしても、何というんですか

ね、赤と白があれば、赤、白、赤、白というこ

とで少し混乱を招いたり、声の大きいほうが毎

回意見陳述をして、なかなか声なき声の方々

が、人数はおられても言えない機会が出てきた

りですね、圧力的なことになったりというふう

になるのだけをちょっと心配するものですか

ら。（委員長野﨑伸也君「わかりました」と呼

ぶ） 

 やはり、権利というかチャンスちゅうんです

かね、話す機会を設けるということについての

取り扱いは、もう少し慎重にやってもらったほ

うがいいんじゃないかという声がどうしても大

きかったんですよね。もし対立構図になったと

きに、議会があおってるように受け取られても

まずいんじゃないかなということで。 

 だから、さっき委員長が言われた流れの趣旨

のところはですね、僕もしっかり理解してま

す。ただ、そこを聞く場合があるっていうこと

に、八代が、その部分が、一旦休憩して、陳述

を希望する請願者などからの意見を聞く場合が

あるで、これは、審査途中、一旦休憩ちゅうの

は、これは小会なんですかね。小会中の意見陳

述で行くんですか。それとも、開会中にやっぱ

やるというスタンスだったでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 開会中です。 

○委員（成松由紀夫君） ですよね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） だから、開会中で議

事録を残していくということになっていくわけ

ですから、そこをですね、委員長、もう次回は

決定されてもいいと思いますけれども、もう一

回ルール的に少し精査をしてもらいたいなと思

うんですよね。そうしないと、──反対ではな

いんですよ、決して反対ということではなく
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て、そこは少し慎重にならないと、案件次第で

は非常に混乱を招く場合があるもんですから、

そこはちょっと要望としてですね、ひとつ入れ

といてほしいなと思うんですよね。 

 だから、何かいたずらにね、委員長、誤解し

てほしくないんだけど、時間を引っ張る気持ち

もないし、もう一旦、少しそこを精査されて、

次回出てくるときには、また、より詳細ちゅう

か、こういう部分でこうですよみたいな、理論

武装じゃないんだけれども、そういった文言が

出てくればなおいいし、そのときにはもう、採

決ということはないんだろうけども、うちもそ

の辺は帰ってもう一回説明ができるので、どう

なのかなと思うんですけどね。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、御要望と御意見

ありましたけれども、とりあえず６月からの運

用でということで確認はしていただいておりま

す。 

 今回、きょうはですね、３ページ目のところ

ですね、新しく皆様方に、ここは持って帰って

くださいねという話でしたんで、特にここで議

論するというようなことはないというようなこ

とで前回お話もしておりましたんで。ただ、

今、成松委員から１つ懸念される部分がある

と、そこがちょっとひっかかるというのがあり

ましたけれども、皆さん方は、今の成松委員の

御意見に対して何かございますか。 

○委員（山本幸廣君） この委員会で、審査

の、意見陳述というのを機会を与えるという、

そういう中で、薩摩川内のところがですね、参

考になると思うんですけどもですね。要は今、

成松委員が言われたように、請願、陳情が出て

きた中で、それを全部ですね、重要な案件だと

思うんですよね。八代市の市民の方々からの請

願、陳情が強く出てきて、委員会で、これはど

うしても意見を聞いたほうがいいんじゃないか

と。趣旨の中でですね、なかなか理解を得ない

ということで判断するか、それとも、請願、陳

情者の方々が意見を述べさせてほしいと、そう

いう２通りあると思うんですよね。それを委員

会で整理をしていくという。そういう形の流れ

で持っていけばですね、対立、対立という話が

出たんですけれども、対立というのはですね、

いろんな場面で出てくると思うんですけれど

も、そういうときには、もう絶対に参考人を呼

ばないというような状況にするとかですね、そ

れはもう委員会で決めていくというのが一番妥

当だと思います。それを委員会で決めていくわ

けですから。 

 県外からの請願、陳情、特に国へ出すときな

んかも含めてあれですが、事務局サイドがほと

んどそれについては、趣旨については弁明をし

ていくわけですね。 

 そういう状況の中で、市内で、もし市民の

方々、陳情者の方々が、これだけはひとつ、こ

の趣旨ではなかなか、理解を委員の方々ができ

ないだろうと、その点については、やはり意見

を述べさせてほしい。そして、委員会として、

この件については、ひとつ参考人等々について

もお願いをしたいという、そう委員会で決まれ

ばですね、そういう中で議論をしていくという

方法というのが、これからはやっぱし必要だ

し、今までの過去を見て、あんまりそうなかっ

たんですけれども、前回がそういう状況があっ

たもんですけん、成松委員あたりの発言が出と

るわけですけども。やっぱ市民をあおるような

状況では絶対いけないわけですので、そこらあ

たりについては判断をきちっと、やっぱしです

ね。委員長あたりでそういう判断をしていくと

いう、委員会でですね、そういうような方向で

行けばいいんじゃないかと思います。 

 もう既に決まっておりますけんでから。今、

成松委員の今の発言に対して私が、反論じゃな

いんですよ、そういう状況もいいんじゃなかろ

うかなと私思っております。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにございません
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か。 

○委員（成松由紀夫君） 今、山本さんの意見

も、そういう考え方は、根っこは一緒な部分な

んですが。 

 委員長に一つお尋ねしたいなと思うのが、請

願と陳情、そもそもの違いのところもですよ、

精査して案でつくっていく中では、当然考え

て、御存じだろうからやってこられたと思うん

ですけれども、うちの中でですね、一つ意見が

出ておったのが、結局、この意見陳述をしたい

方が請願にお願いして、議員さんたちに代弁を

してもらうというのが請願で、陳情の部分とい

うのはむしろ、何というんですかね、議員さん

たちの色がついてほしくないし、文面の中で読

み取っていただいて判断してくださいというよ

うな理解の仕方が市民の皆様の中にある中で、

これを入れていくとですね、──これは一つの

意見としてあったんですよ。これをしてしまう

と今度は、請願と陳情の格差ちゅうか、違いが

ぼやけてくるんじゃないかなというような意見

もあったんですよね。そこら辺はどういうふう

な、委員長としては考えかな。請願はこうです

よ、陳情はこうですよ、そして意見陳述につい

てはこうなんですよというのがあると思うんで

すが、そこ辺どうですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 請願については、議

員が名前をですね、賛同されて書いてるという

のがありますんで、賛同というところがです

ね、もう既に最初からはっきりされてる部分だ

というふうに思うんです。私はこれに対して、

この案件に対して、こん議員は賛成ですからと

いうことで名前を書いてるというようなことで

す。 

○委員（成松由紀夫君） という意見ですよ

ね。 

○委員長（野﨑伸也君） うん。陳情について

は、そういったものはまずない。みんな、皆さ

ん、全議員がフラットな状態から入るというよ

うなところだと思います。 

 で、言われたとおり、請願の方も陳情の方

も、それぞれにですね、請願の場合は、議員が

署名をして出すわけですから、説明もできるわ

けなんですね、賛同しているというのが事前に

ありますから。そういった中なんですけれど

も、陳情者の方も請願者の方も、思いは一緒だ

と思うんですよ。やっぱり述べる機会があれば

述べたいという思いでですね、出されてるんだ

と思うんですよ。 

 ただ、議会としては、発言ができるのは執行

部と議員というのが決まってますから、今まで

それがですね、抑えられてきたもんですから。

それをやっぱりなくして、皆さんの市民の意見

をですね、広く聞けるような場にしていきたい

ですよねということで、今回このようなことを

ですね、提案させていただいているというよう

なところですので。 

○委員（成松由紀夫君） まあ、言われている

ことはよくわかるんですけれども。そうなんで

すよね、だから、開かれたというところの感覚

ですよということなんでしょうが。本来、委員

会室、議会というところはやっぱり、議員と執

行部と事務方しか発言ができないという厳粛な

場所ですよね。だから、これを開放したとき

に。まあ、やってみらんとわからんのですけど

も。ただし、一旦それを確認しましたよね。混

乱を招いて、いろいろなことがある場合はまた

議運で修正できるということは間違いないんで

すかね。そこをちょっと。 

○委員長（野﨑伸也君） 間違いないです。 

○委員（成松由紀夫君） 間違いないですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） だから、そこも含め

て、ちょっとしっかりですね、ちょっと用心し

ていかんといかんとかなというのが、あおるよ

うなことになってもいかんし、混乱してもいか

んし。で、そのときはその都度、適宜また議運
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でもんでいくというような姿勢であればと思い

ますが、一旦、もう一回ちょっと慎重に精査し

ていただきたいなという要望はあります。 

 私からは以上です。 

○委員（山本幸廣君） 委員長よろしいです

か、関連で。 

 我々が考えないかんのは、審議未了にするの

か、いろいろ継続するのか、いろいろあるじゃ

なかですか。そういう中で、やっぱり請願なり

陳情なりですね、中身のやっぱりしっかりした

趣旨の中で、我々委員がどれだけ、はっきり言

って理解するか、理解できないかという状況の

中で、大変苦しむ面もいっぱいあるじゃないで

すか。それは、継続を３回も４回もして、あと

審議未了と、こういう形もあるし、また、冒頭

から審議未了という形もある。そこでは、何で

審議未了なのかということなんですね。そうい

うときには、やはり私は請願、陳情であろうが

ですよ、請願者にすれば、もしも委員がおれ

ば、その中にですよ、紹介者の中に、そこで即

聞かれるわけですけれども、陳情になった場合

の、ほとんど、はっきり言って、関係の方々と

いうのは来ておられん。陳情書を出されただけ

で。その判断はなかなか苦しい面があるもんで

すから、その中には、ひとつ意見を聞こうと

か。そしてもう、やはり採択してもらうという

状況の中にはですね、やはり請願、陳情者の

方々というのは、やっぱりみずからが意見を述

べることもあるし、また、委員会から意見を陳

述するという形になるかもしれません。そうい

うことで開かれたということで私は御理解しと

っですけれども。 

○委員（村川清則君） 成松委員も山本委員

も、先ほどからおっしゃられてるように、市民

感情、感情というか意見を二分するような内容

のときに、わんわんわんわん、どっちからも言

って、何か議会が収拾できるのかなという心配

もあります。 

 一つだけ、呼ぶ、呼ばないを、陳述させる、

させないを委員会で決定しますよね。その決定

の方法が、全会一致ということであれば、会派

の議員さんにも説明しやすいかなと思うんです

が、その辺はどうですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 見解でよろしいです

か。 

○委員（村川清則君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） 全会一致ではないと

思います。 

○委員（村川清則君） ということであれば、

説明は厳しいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 済みません。もう少

し議論をせんばんところがありますよねという

話をしたんですけれども、とりあえず、村川委

員、きょうはですよ、３ページ目のことについ

て、皆さん議論いただきたいというふうにお話

をさせていただいてるものですから。 

 成松委員も言われたように、何か運用をして

みてですね、都度また議運でやりましょうよと

いう話はもう確認はしているところですので、

見切り発車的なところも若干否めないんですけ

れども、やっぱりやってみらんとですね、わか

らん部分もあるかなというふうに思います。 

 ただ、今言われたような懸念される部分につ

いてはですね、やはり私たち、この議運で、こ

こで決めたというのがありますんで、皆さん方

ですね、やっぱ頭に置いておいて、もし仮に、

今度６月議会でですよ、運用するというときに

出た場合は、やっぱりしっかり注視しておかな

きゃいけんかなというふうに思います。その中

で、また皆さん方のですね、意見を聞きなが

ら、こういうところが問題ちょっとあるねと、

すぐそこは変えていこうやというようなところ

をですね、やっていくのがやっぱこの議会とい

うか、議論できる場の一番のですね、場じゃな

いかなというふうに思いますので。 

○委員（成松由紀夫君） 今、村川委員が言わ
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れたのが、まさにちょっとうちの会派での話の

核心なんですよね。なので、やはりどちらかと

いうと、こういう意見陳述をするという部分に

ついては、原則全会一致というようなことも入

れてもらえれば、なお説明がしやすいというこ

との多分、村川委員の相談でもあるし。 

 で、委員長がこの案に示したのを可か否かを

きょうは問う場面なんだと、決めてきたんだと

いうふうに言われると、やっぱり議論は議論と

して、我々の意見なり要望なりというのはやっ

ぱり多少はですね、吸い上げていただいて、そ

して、もう一回、見解なり何なりというのと、

原則全会一致はどうだろうかというのも、やっ

ぱり諮っていっていただかないと。いや、これ

を示して、これだけ時間をかけてきただろうじ

ゃなくて、やはりそれを持ち帰って、持ち帰っ

てということは、我々が持ち帰った中には、い

ろんな意見が出るんですよね。そういうところ

を今、村川委員も、原則全会一致ということで

あれば、なお説明がしやすいし、より納得が得

られるというところですので、そこは正副委員

長にもしっかり御理解いただきながら進めてい

ただくと。 

 もう６月議会の運用ということについては、

我々も話をしてますから、だから、それがずれ

込むようなことでどうのこうのと言っているわ

けでもないのは理解できると思いますから。

（委員長野﨑伸也君「大丈夫です」と呼ぶ）そ

こをですね、もうひとつ、ちょっと手を加える

というか、見解をもう一回示して、で、次はも

う、その見解なり何なりとか、また細項目で、

１つ細則で出てくるのかということがあれば、

なおつけていただくとありがたいなというとこ

ろの要望ですから、そこはひとつ考えていただ

ければなと。そしたらもう、次に進みやすいと

思うんですよね。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。要望

ということで承っておきますので、大丈夫で

す、はい。 

○委員（増田一喜君） ６月からちゅうこと

は、それはもう多数決で決まったから、やぶさ

かじゃないんですけど、これからすると、意見

陳述をするのは、請願も陳情も受け付けた時点

で、しますか、しませんかという話なんですけ

ども。私の理解では、請願ちゅうのは、ちゃん

と紹介議員さんがおられる、先ほど委員長も言

ったように、中身をちゃんとわかって賛同し

て、請願に署名されてるということですから、

まずは請願については、署名された議員さんか

ら説明があれば、わざわざ陳情人を呼ぶ必要も

ないのかなちゅう気はいたします。 

 そして、それでも、いや、説明してるけれど

も、議員さんが説明された、それでもなおかつ

補足する部分があるんですよといった場合に、

これを、意見を述べたいというふうに行くの

か。 

 それと、陳情の人は紹介議員さんいませんか

ら、やっぱり説明して、細かいとこをわからな

かったら説明したいと言うんだったら、それは

わかりますよね。そこの差がつけれるのかなち

ゅうのが一つあるんですけどね。 

 それともう一つは、もしこうやって、賛成、

反対とかそういうのって、結局、市民感情が二

分するような状況が議会の中で起きたときに

は、それはどういうふうに対処されるのか。ま

して、前のとおりで行けば、休憩中に陳述者の

希望を聞いて、意見を聞く。その中で、委員会

に諮ってどうしますかとなるけれども、本人さ

んが出てきて混乱してしまうと非常に厳しいの

かなと思うけん、その場合には、また従前どお

りのやり方に変えるちゅうことは考えておられ

るんですかね。一旦決めたルールは、なかなか

それを撤回するとか廃止するちゅうのはなかな

か難しいところがあるかもしれんけれども、そ

ういう状況が起きた場合には、もとに返すとい

う考えはあるのかなちゅうのを、ちょっとお聞
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きしたいんですけどね。 

○委員長（野﨑伸也君） 私の意見でよろしい

ですか。 

○委員（増田一喜君） ええ。 

○委員長（野﨑伸也君） これは申し合わせ事

項ということですので、議員の皆さんでずっと

話し合いをしていただいて決めたものというふ

うに、私は認識をしておりますんで、先ほども

言いましたけれども、何か問題がある場合はで

すよ、そこは私は変えていいというふうに思っ

てますので。そこはまたそこで議論するべきだ

というふうに思いますので。 

○委員（増田一喜君） 皆さんで議論して決め

たちゅうけれども、これは全会一致ではなかっ

たからですね、多数決でしてるから、必ずしも

皆さんで決めましたちゅう話でもないのかなち

ゅう、その心配があるもんだからですね。その

場合には、多数決で、このやり方はちょっとま

ずいと、うまくいかないということで、多数決

でまたそれをやめましょうという話になるのか

なと。全会一致じゃなくですね、そういう方法

をとられるのかちゅうことを、ちょっとお尋ね

したいんですけれども。 

○委員長（野﨑伸也君） 私が答えたほうがよ

ろしいですか、増田委員。 

○委員（増田一喜君） うん、いや、そういう

ふうに採決されたからね。 

○委員長（野﨑伸也君） 私が委員長をしてる

間は、多分そうだと思います。 

○委員（成松由紀夫君） だから、要するにで

すね、これはほら、委員長案だから、出たとき

が。で、この間の先生の話もいろいろちょっと

聞かせてもらったんですけれども、通常、委員

長案というようなものを提示しながらやるとい

うことはほとんどないからですね。 

 で、まあ、この場合は、委員長がよっぽど議

会運営に対する思いとかいろんなものがあった

部分で、スタートはこの委員長案というものが

提示された中で、みんな意見を言ってきたもの

を盛り込みましたよということであって、みん

なでつくり上げたというのとはちょっと我々は

認識が違うもんだから、どうしても採決という

ような形に、流れになったというのがあるんで

すが、何とかまとまりつつあるところに、最後

に要望を言ってるところを、少しまた委員長に

のんでもらって、そして、６月の運用に間に合

わせましょうよっていう話のところまで我々も

努力してる部分で、村川委員も言っているんで

すよ。 

○委員長（野﨑伸也君） 全然意味はわかって

ますよ。先ほど言ったとおりなんですよ。 

○委員（成松由紀夫君） だから、それで、ど

うですかね。それでやってもらったほうがいい

のかなと。今、うちの会派から出とるような要

望関係があるので、そこはまた、一旦ちょっと

読んでもらって、で、もう次回はそれに盛り込

まれるのか、盛り込まれないのかも含めて提示

してもらうと、そのほうが進みやすいっちゅう

話です。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。私と

松永副委員長の一存でですね、決めるような話

ではないです。これは、ずっと皆さんの意見を

聞いて取り入れてやってきたというのは、この

中で決めてきたところがありますんで。先ほど

言われて、私が承りましたというふうに言いま

したけれども、今、そう言われるのであれば、

皆さん方から意見を聞きます。 

○委員（村上光則君） この案件については、

もう何回も私は聞いたような気がします。その

中で、今話が出たのが、全会一致と、そういう

ふうに言われるわけですが（｢原則」と呼ぶ者

あり）そら、全会一致で決まるのが一番いいわ

けです。しかし、決まらんでしょう。やっぱし

最後は採決なんですよ。それが民主主義ですか

ら。全会一致で決まりますか、決まらんでしょ

うが、対立しとっとだから。（｢対立してるん
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ですか」と呼ぶ者あり）しとっですよ、はっき

り言って。だから、そら、全会一致で決まるん

ですか。もう一回（｢決まるやつは決まるでし

ょうが」と呼ぶ者あり）うん。もう一回、そん

持ち帰って、また相談してきてもらってもよか

けど、それが決まればよかですよ。恐らく、ま

たいろんな問題が出て、最終的にはやっぱ採決

をせないかんでしょう。 

○委員（成松由紀夫君） いやいやいやいや、

そういうことは言ってないんです。６月議会の

――。 

○委員（村上光則君） だから、この問題につ

いてはですね、もう何回もしてきております。

だからもう、６月からやろうということで。こ

れはもう、これ以上ですね、延ばす必要はない

ですよ。（委員成松由紀夫君「いや、延ばすん

じゃないって」と呼ぶ）私はそう思います。 

○委員（前垣信三君） 済みません、確認で

す。 

 基本的に、請願者なり陳情者なりが文章で事

が足りなかった、説明をしたいという場合、そ

れと、委員会からすれば、請願、陳情文書表を

見て、まだ理解ができない、呼んで聞いてみよ

うかという、こういう形だと思うとですね。 

 で、基本的には委員会で決めることですか

ら、請願文書表あるいは陳情文書表で趣旨がわ

かれば、わざわざ出てきて意見を聞くこともな

いわけで、そのあたりが委員会の判断ですか

ら、非常に混乱しとるみたいなんですが、そん

なに難しいことではないと思うとですね。要

は、委員会で判断をすればいいわけですから。

いや、これはもうちょっと聞いてみようかとい

う場合は、委員会が招集する。で、出す側から

すると、ちっと言い足りんけん説明をしたいと

いうことをどうするかということだと思うとで

すね。だから、そんなに神経質になるほどでも

ないと思いますし、もし、ふぐあいがあれば、

また皆さん方で話し合いをして、是正なりされ

ればいいんではないでしょうか。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにありますか。 

○委員（亀田英雄君） だけん、皆さんの話は

ようわかっとですが、だけん、ここに何かうた

い込めば、案ば出してもらえばよかと思うと

よ。最終的に、委員長、副委員長に預けるとい

う話ならどげんなるかわからんけん、ここに、

こんな、あるいはどんなですかと言うとば、対

案ば提出してもらえば、それはもう進んでいく

とばってん。 

○委員長（野﨑伸也君） 申し合わせ事項につ

いては、何も触れることはないと。 

○委員（亀田英雄君） ないの。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（亀田英雄君） なら、もう、そんなの

そやんした話だがな。 

○委員長（野﨑伸也君） 運用事項のところで

盛り込む部分があるかもしれないですけど。 

○委員（亀田英雄君） 今だって、もう前に行

くしかなかっでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。まあ、その中

でやってみらんと、やってみたときに問題があ

れば、みんなでまた話し合いましょうというの

は確認をしてますので。 

○委員（亀田英雄君） だけんたい、せんば話

がおさまらんとだいけん。 

○委員（成松由紀夫君） いや、亀田委員が言

われているのは、まさに。 

○委員長（野﨑伸也君） 待ってください。亀

田委員、よろしいですか、もう。 

○委員（亀田英雄君） いやいや、よかです。

だけん、その辺の確認だったっですたい、そん

なんなっとか、ならんとなら、もう前に行くし

かなかっですけん。今、成松君が言いよったの

はそげん話だけんが、（委員成松由紀夫君「そ

うそう」と呼ぶ）その辺の整理ばつければ、こ

この話は終わる話だという話ばしよっとです。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 
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○委員（成松由紀夫君） 今の補足で。亀田委

員が言われてるとおりで、例えば今、対案とい

う部分で言えば、さっき出た、原則ですね、原

則全会一致とするというような、原則論でです

よ。でもそれが、原則にしといて、どうしても

進まんかったら、もう村上委員が言われるよう

に、採決だということもあるんでしょうけど

も、そういうのが盛り込めればなというのも、

先ほど村川委員が言われた部分であって。 

 あと、見解を少し深めたいというのは、この

請願、陳情の部分で少し見解を聞いてほしいな

というところを調べた上で、こういう見解でこ

うでしたということが、何か盛り込めることが

出てくれば盛り込めるし、いや、もうそれは盛

り込めることはなかったという話があれば、も

うそれでいいと。で、その２点がもし入れれ

ば、全会一致でこれはすっと、さっき亀田委員

も言われたように進むんだけどなという話の要

望なんですよね。そういうことです。 

○委員（亀田英雄君） 私はわかっとよ。その

辺の話だけだけんと思って、聞いとりました。 

○委員長（野﨑伸也君） 中山委員、何かあり

ますか。 

○委員（中山諭扶哉君） ないです。（｢大丈

夫」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 大丈夫ですか。 

○委員（増田一喜君） なら、先に言っとく

か。 

 さっき、対案みたいなことを言ったけど、も

うこれはこれで決まったちゅうことだと。お尋

ねをさっきしたのは、請願したときには紹介議

員さんがおられるから、その人に聞いて、これ

は運用を少しやわらかくするという形であれ

ば、請願をされたときの署名議員さんに説明を

受けて、それでも、なおかつわからなかったと

きに陳述をしていただくという、そういう対応

は必要じゃないのかなちゅうことを意見として

言っただけであって。対案をという、これが決

めてない対案ちゅうんだったら、それが対案だ

ろうなと思うんですけど、そういう意味で、さ

っきはちょっとお尋ねしたんですけどね。 

○委員長（野﨑伸也君） 今までの請願のとこ

ろの紹介議員の説明というのは何ら変わりはあ

りませんから、それプラスという、言われたと

おりです。 

○委員（増田一喜君） それがですね、前に

ね、ちょっと、話では、紹介議員になられたけ

れども、委員会で、ちょっとこの中身を、ちょ

うど紹介議員さんがおられるから説明してもら

えないですかという、委員会で話があったとき

に、紹介議員さんが中身をよく知らなくって説

明ができなくて、結局、紹介議員をおりられた

という、何か過去に経緯があるらしくて、そう

いう場合はやっぱり紹介議員になるべきじゃな

いのかなと、いや、なっちゃいけないんじゃな

いかなというところがあるものだから、やっぱ

り紹介議員になるちゅうことは、それだけ中身

をよく御存じでなっていただかないと、何か意

味がないわけですよね、請願したというその重

みちゅうのが。それがあるもんだから、そこら

あたりがやっぱり必要じゃないかなと、紹介議

員として紹介する以上はね。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに、今の件につ

いて、何かございますか。 

○委員（村上光則君） 請願者、陳情者はです

よ、やっぱり説明をしたいということもあるだ

ろうし、やっぱそれだけ丁寧に説明させてです

よ。やっぱり、もうないときはなかと思うとで

すよね。でも、そういったときがあった場合に

はですね、丁寧に説明させて、そして、あとは

もう、我々が委員会で判断をすっとですから、

それでよかっじゃなかですか。丁寧にさせるち

ゅうことで。請願したことの意味を酌んでやる

ということで。 

○委員（山本幸廣君） 機会を設けますか、設

けませんかという中で、今まで議論をしてきた
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んですよね。で、そう議論をしてきた中で、委

員長と副委員長、特に我々も一緒になって、今

回についてはその方向性を見出そうということ

で、もう既に決まっとるわけでありますけど

も、申し合わせ事項の参考資料として、この資

料を、わざわざ事務局なり委員長、副委員長が

つくってきていただいた中でありますので、意

見を聞く場合があるということをですね、よく

理解していただければと思うんですよ。意見を

聞く場合があると。いつもかつも請願、陳情は

意見を聞くということじゃないわけであります

ので、今、成松委員もずっと言っておられるよ

うにですね。 

 そういう中で、過去を振り返れば、やっぱり

現実思うところがあるわけですけれども、やっ

ぱり過去を振り返って、そういう問題があった

からですね、やっぱり慎重にこのような形をと

ろうやと、とったらどうですかということです

けんでから、意見を述べる場合があるで、意見

を述べんば述べんでいいわけですけんでから、

拒否もしてよかし、何でもしていいわけですか

ら、それについては、みんながやっぱり理解を

してやって。やっぱ請願、陳情を出す方がです

ね、出される提出者の方がやっぱし本当に、請

願ならば自分たちの仲間の議員さんから、紹介

議員となってからこれを通してくれんかいとい

う、そういう人たちもおられるし、素直に、た

だもう満場一致でですよ、全会一致で決められ

るような請願、陳情ならいいわけですけども、

なかなか微妙なところがあるというのが、この

機会を与える場合というのは、そういうところ

で出てくると思うんですよ。そこらあたりにつ

いては、その都度その都度、やっぱし改正版と

言うといかんですけれども、改正はしていいわ

けですけんでから、そのときにもう、それがゆ

うとこの問題、がちゃがちゃして対立してしま

ったら、市民感情になってしまったら、成松委

員が言われるように、なったときには、みんな

でまた改正をするという、改正版ですよね。そ

れは私はぜひともやってほしいという。そこ

で、議会運営委員会でですね、再検討するとい

うのは当たり前のことだと思いますよ。それは

この前、野村君が来たばってんが、野村のじい

さんが来らしたばってんが、それは言うちゃな

らんばってんが、あの人は完璧に神様ならた

い、私ども、それ聞かないかんと思うとるんで

すけども。（｢野村さんでしょう」と呼ぶ者あ

り）ああ、野村か。御無礼しました。印象なか

ったい。まあ、そういうことと私は判断しまし

たので、理解をしていただきたいと思います。 

○委員（中山諭扶哉君） 済みません、ちょっ

と会議の進め方として、恐らく前回、ここに書

いてありますけど、決まった事項と、決定事項

ということに対して、それに賛同できなかった

人たちも結構いらっしゃったかもしれませんけ

ど、今までの会議の中では、それはもう決定事

項として、委員会の決定事項としてそれをやっ

て、あとはその附属としてですね、考えること

があるでしょうということはですね、してきた

はずだと思うとですよね。それでまた、決定事

項をどうのこうのてしてしまうと、この委員会

自体がすごく無駄な時間になってしまう。 

 だから、進め方としては、前に戻らない。委

員会の基本的な決定はもうこれでしましたよと

いうことですから、私はもう、あとは要望をで

すね、その後また都度話すということでです

ね、進んでいかないと、いつまでたっても同じ

話の繰り返しになってしまうと思います。意見

です。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、ちょっとよ

ろしいですか。 

○委員長（野﨑伸也君） ちょっと待ってくだ

さい。 

○委員（成松由紀夫君） いやいやいやいや、

ちょっと、ちょっと。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、中山委員のあれ
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に対して、私がちょっと今言います。進め方と

いうことで、私が今、委員長としてやってます

もんですから。 

 言われたことについては、中山委員が言われ

たのもですね、わかるんです。ただ、本来であ

ればですね、要望とか、どういった部分でどこ

に入れてほしいというのは、これを、申し合わ

せを決める中でですね、本来は出してほしかっ

た部分なんですけど、ただ、ずっと会派の中で

話をされてこられて、今いろいろな意見が出て

きたんだというようなとこでつけ加えていただ

いたというふうに私は理解しましたもんですか

ら、そこで要望として入れたいということでし

たので今承っているというところですので、そ

こは御理解をいただきたいというふうに思いま

す。よろしいですか、中山委員、済みません、

先には進みますんで。 

○委員（中山諭扶哉君） ここにですね、もう

決定事項ということで、申し合わせ事項に関し

ては決定しましたよと。きょうもむことは、こ

の３ページのこの内容なんですよということだ

ったものですから、その確認をしたというだけ

です。 

○委員長（野﨑伸也君） そうです。もう決ま

ったやつについては、もう案は取ってますの

で、そのことです、はい。 

○委員（成松由紀夫君） だから、決定事項、

決定事項という形で言われると、賛成してない

部分もあった中で、それでも、まあ決定した。

しかし、本来、議運ちゅうのは全会一致が原則

ということで本来来てますからね。その中で、

これが、一応採決をして決まったんで、決まっ

てない部分での案のところがきょう提示され

て、そして、そのときになかなか賛同できなか

ったところの会派の意見の要望を少し吸い上げ

てもらって、そして６月運用という部分につい

てはもう、数で負けて決まったわけだから、そ

れについてはですね、おくらせようとかってい

う気持ちも何もないわけですよ。 

 だから、そこのところを、我々の持ち帰った

のを言ってくださいというところだから、そこ

はこういうことが出たので、その辺を少し配慮

してもらえないだろうかという要望をしてるだ

けだからですね。（委員長野﨑伸也君「大丈夫

ですよ」と呼ぶ）そこで話をしてもらわんと、

決まったから決まったからとね、どうのこうの

と言うと、またおかしな話になるから。我々も

その辺は理解して話をしてるので、よろしくお

願いいたします。（｢議事進行して」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。 

 中山委員、何か。 

○委員（中山諭扶哉君） 今言われた内容、こ

のページに対して言われた部分があるのかなと

いうふうに感じたもんですから、確認をしたと

いう。（｢後戻りはしない」｢議事進行」と呼ぶ

者あり） 

○委員（村上光則君） 全会一致が基本という

か（委員長野﨑伸也君「原則ですね」と呼ぶ）

原則ちゅうかですね。これまで私も当事者であ

った問題がありました、議場の席の問題とか、

委員会の問題とか。ところが、その中で、私は

原則として全会一致だったら決まらんはずです

よ。私は議会運営委員会の中で決められたんで

すよ。（｢議席の指定は議長ですよ」｢議長で

す」と呼ぶ者あり）いや、議運で決められたか

らですね。（｢違う違う、議長ですよ」｢それは

関係なかです」と呼ぶ者あり）いやいや（｢議

運で審議してから、あとは議長が判断しとった

い」｢最終的に決まらんときは議長が決むった

い」｢議運の申し合わせ事項にあっとか、そ

い」｢村上さんの――」と呼ぶ者あり）議会で

議論したでしょう。（｢したしたした」と呼ぶ

者あり）そして、議長が決定したわけですか

ら。（｢議長の専権事項たい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 原則はあくまで原則
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であって。 

○委員（村上光則君） そこが問題なんです

ね。あったわけですから。 

○委員長（野﨑伸也君） 言われたとおり、決

まらん場合は多数決っていうのは間違いないこ

とですね。 

○委員（村上光則君） 必ずあるわけですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） そこはもう、皆さん

御理解をいただきたいと思います。 

○委員（村上光則君） 民主主義だから、どこ

かで決めにゃんとですから。だから私は何も言

わんだったんです。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、かなりで

すね、この件については話もしていただきまし

た。案についてですね、皆様方からほとんど、

この案についてはどこのどこっていうところ

で、これは問題だというのはなかったように私

は受け取りましたんで、あと、要望事項につい

てはですね、よければ、じゃあ、成松委員が言

われたようなところ、増田委員が言われたよう

なところですね、については、じゃ、この案の

中のどこら辺に入れられるかちゅうのがです

ね、ありますし、別でどっかに記載しとかなき

ゃいけないのかというのもありますけれども。 

 これを運用する前にですね、６月の定例会の

前に、委員長さん方にちょっと集まってもらお

うと思ってます。で、私と副委員長で、事務局

も一緒に入ってもらいますけど、レクチャーを

この件についてはしたいと。それで運用を開始

していこうというようなことがありますんで、

その中で、原則、委員会の中では全会一致とい

うようなところもちゃんとお伝えをさせていた

だこうというふうに思っていますので、よろし

いですかね。 

 それでは、この運用事項の案についてはよろ

しいですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、次からはこ

の案を取らせていただきます。 

 それでは次に、議題として上げております

③。 

○委員（古嶋津義君） この３番のたい、身分

証の持参、その身分証は何ば指すと。免許証と

か保険証とかマイナンバーとか。 

○委員長（野﨑伸也君） ３の④、参考人招致

の身分証の持参、ここは事務局、どういったあ

れなんですかね、身分証のやつは。（｢手続上

の」と呼ぶ者あり）手続上のやつか。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 簡易的な本

人確認ですので、公的な身分証明書であれば、

保険証なり免許証なりで構わないと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 古嶋委員、よろしい

ですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、次の議題

に行きます。 

 それでは、レジュメに戻ります。 

 ③会議費用弁償の見直しについて、このレジ

ュメのですね、４ページ目ですかね、につけて

ございます、連合市民クラブから提出させてい

ただいて、前回までには、もう既に提案の趣旨

で皆さん方にはこれを会派に持ち帰って、御検

討いただきたいと、２案提案させていただいて

おりますので、これについて、各会派での協議

結果について御報告いただければというふうに

思います。 

 きょう、Ａ３でお配りした資料のほうもです

ね、この項目ありますので、参考にもしていた

だきながらというようなことでございますけれ

ども。どなたからでも結構ですが。 

 まず、１案については、費用弁償の廃止を提

案しているということ、２案については、実費

支給ということで提案をしております。 

○委員（山本幸廣君） 未来です。 

 うちは２番目ですね。（｢実費支給」と呼ぶ

者あり）別表の５条の関係、旅費額表に基づい
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た中での実費の支給という形。廃止じゃなくし

てですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、実費支給です

ね。 

○委員（古嶋津義君） 今の山本委員の意見と

一緒だったですよ、うちも。絆会派です。（発

言する者あり） 

○委員（増田一喜君） これ、これのこと。

（｢１案と２案」と呼ぶ者あり）会派の連合市

民クラブが出したやつ。 

○委員長（野﨑伸也君） ４ページ目のところ

ですね。費用弁償の廃止について、レジュメの

４ページ目にあります。 

○委員（増田一喜君） どれに賛同するかとい

う意味。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、意見をどうぞ

ということです。 

○委員（増田一喜君） それは、支給は必要だ

ろうと思います。廃止は少し厳しいのかなと思

います。何でかというたら、ほかに会社勤めだ

何だかんだというふうに、別に仕事があって、

そこからの給料とかをもらえる人はいいですけ

ど、そうじゃない人は非常に厳しいですよ。だ

けん、言い方しちゃ悪いけれど、お金持ちが有

利になって、そうじゃない人は不利になるよう

な形じゃまずいのかなと。やっぱり、そこそこ

のものが支給されるということは、結局、廃止

しない、費用弁償の支給案ですね、こっちのほ

うがいいのかなと。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。実費支給とい

うことでした。 

○委員（成松由紀夫君） 同じです。 

○委員（村上光則君） もう、これまでどおり

でよかじゃなかですか。 

○委員長（野﨑伸也君） これまでどおり。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（野﨑伸也君） これまでどおりです

ね。 

○委員（前垣信三君） うちは、皆さんが決め

られたとおりで結構です。 

○委員（亀田英雄君） 結論を得るまでに至っ

とらんですが、ちょっとこの提案の中身は、こ

れは今までですか。連合市民クラブの案にちょ

っと質問なんですが、この２の、一遍に廃止す

るのはいかがなもんかちゅう意見だったんです

よね。だけど、この案がちょっと今までと変わ

ったっかなという話になったというふうに思っ

ております。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、皆さんのほう

で、距離に応じて支給されているというのがあ

りますね、３２００円だったっけ、４００円だ

ったっけ。それから、区分がいろいろあるわけ

なんですけれども、それで、３３００円から５

５００円までていうことで区分されてますけれ

ども、これは前回の、前期の議会改革の中で、

ここまで改革をしていただいたということで

す。 

 さらに踏み込んで、連合市民クラブというこ

とでは、費用弁償の廃止、これを全くなくしま

すよというような案、あるいは、皆さん方で議

論いただいて、実費支給でですね、支給してほ

しいというようなところ、二つ、この案を提案

しますので、どちらかということになります。 

 だけん、原案を廃止するのか、実費支給案で

行くのかというところで議論してもらいたいで

すというような御提案をいたします。 

○委員（亀田英雄君） 現行の案は、こん実費

支給と。 

○委員長（野﨑伸也君） いや、違います。 

○委員（亀田英雄君） 違うとですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。距離に応じ

て、５キロ未満、１０キロ未満、それから３０

キロ以上まであります。（｢たしか１キロ当た

り３７円」と呼ぶ者あり）はい。 

○委員（亀田英雄君） わかりました。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、先によかで
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すか、ちょっと１つ。 

○委員長（野﨑伸也君） ちょっと待ってくだ

さいね。全部１回聞きますので。 

○委員（成松由紀夫君） 訂正で。 

 これまでどおりで。実費支給がこれまでどお

りと思ってたもんだけん、今、亀田さんが質問

された部分で、意味が理解できたので。村上さ

んがこれまでどおりと言ったけん、あれと思い

ながら、今、亀田さんの説明で理解できたの

で。うちはちょっと訂正して、これまでどおり

が実費支給と思ってたもんだけん。 

○委員（増田一喜君） 和も一緒です。 

○委員（成松由紀夫君） だけん、村上さんが

正解です。俺は認識がちょっと、３人とも違う

とって。 

○委員（古嶋津義君） 従来は、１０キロ未満

が３３００円、１０キロから２０キロが４１０

０円、２０キロから３０キロが４８００円、３

０キロ以上が５５００円、これが、今回の費用

弁償の実費支給案によりますと、１キロメータ

ー３７円ということになりますので、１０キロ

じゃ３７０円か。（｢そうです」と呼ぶ者あ

り）ということだろうと思いますが。それで従

来どおりです。前の。（｢違う違う、従来どお

りじゃなかです」｢いやいや、従来どおりに訂

正すると」｢だけん、従来どおりがいいですと

いう」｢今までどおりって、前回、議会改革で

決めた流れの」｢実費支給だけん、前回も今回

も一緒かと思って」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 今、それぞれの会派

のほうで御意見出していただきましたけれど

も、Ａ３ほうをちょっと見てください。（｢言

ってない、まだ」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） 前回はですね、幅を持

った経緯がありました。だけん、もう少し踏み

込んでの提案ですけん、そちらのほうの提案を

尊重したいと思います。Ｂです、２番目です。

実費支給案です。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、実費支給が２会

派、これまでどおりが４会派というところだと

思います。 

 皆さん、Ａ３のほうを配っておりますので、

こちらにちょっと目を通してください。 

 政務活動費のところですね、にあります実費

支給だったりとか、自宅からの距離に応じて支

給してるとかですね、市職員の旅費の規程に準

じて支給しているというようなところがあるよ

うです。あと、支給していないというようなと

ころもございます。 

 いろいろとですね、議会改革、この提案ので

すね、費用弁償の趣旨、廃止についてというよ

うな提案の趣旨の中でも述べてますけれども、

多くの自治体で、この資料にもありますとお

り、何らかの改革がですね、されております。

かなり厳しい改革をですね、進められてるとい

うような状況がわかるかというふうに思いま

す。 

 今、端的にですね、これまでどおり、これま

でどおりというような結論だけちょっと聞かせ

ていただきましたけれども、もしよければです

ね、その至った経緯、結論に至った経緯まで少

しお話をいただければなというふうに思うんで

すけど。 

○委員（成松由紀夫君） 今の意見で。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） やっぱり自宅から、

特に宮崎県境から八代海までというところで考

えれば、やっぱり旧町村の方々とかですね、こ

の町場におる我々とは違うやろうなというとこ

ろで、やっぱり行ったり来たりの部分が大変な

ときもあるだろうし、じゃあ、ちょっと天災や

らいろいろなことがあれば、もう、まちなかに

泊まってですね、活動されてるような実態もあ

るような話も聞きますので、やっぱりそれは距

離に応じて尊重していくべきじゃないかなとい

うのと。 
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 それとやっぱり、野村先生についてはいろい

ろ意見が出てますけども、第一人者の先生のこ

ないだの話の中でも、０.４％でしたかね、そ

ういった話もあって、やっぱりそれだけのです

ね、仕事を皆さんやっていく中では、これは最

低限のもんじゃないかなと。で、今の状況ちゅ

うのは、前回の議会改革、前のですね、村上さ

んが委員長のときも、いろいろとこれについて

も意見は出よったんですよね。で、そこの中

で、ある程度１回やってるので、さっき亀田さ

んが言われたように、少し幅を持って、あんと

きも結論に至ったよねということではあるんで

すが、うちからすれば、あのとき、１回ある程

度精査したような気がいたしますので、以上の

点から、従来どおりで構わないんではないかな

というふうに考えます。 

○委員（亀田英雄君） 補足してよかですか。

前回の話が、費用弁償の廃止までしたっだろう

と思うとですよ。その中で、そげんこつしてど

ぎゃんするかという話の中で、距離に応じた話

を含んだ中で今に落ちついたという嫌いがあり

ます。 

 今回も、車賃がキロメートルに３７円という

ことで、遠いところにも配慮してあるというこ

とでですね、さらに進めていきたいなというふ

うに思っております。 

 この表を見ると、やっぱりいろいろあっとで

すたい。だけん、やっぱり自分たちで、自分た

ちのことは自分たちでしっかり決めていくとい

う姿勢が。先生の話もいろいろあると。議会も

いろいろあるということで、前回の経緯も含め

て、今回はさらに進めるべきではないかという

ふうに考えます。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかにはございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 連合市民クラブからで

すね、費用弁償の廃止についての考え方という

のを記載をした中で、前回も廃止についても議

論いたしましたですよね。その中で、参考とな

る資料でＡ３にわざわざ資料をつくっていただ

いたんです。 

 野村さんの話をすっと、ちょっとあんまりし

たくないんですけど、どうしても議員定数から

ですね、それと財政等の問題等も出てきました

ので、実費の支給についても、費用弁償の廃止

とともに議論をしていただきたいというです

ね、連合市民クラブの考え方でありましたの

で、私たちももともとは、はっきり言って、八

代は廃止したんだというですね、そういう考え

方も、私も頭にちらついたことがありました。

で、うちも議論をしたんですが、最終的には、

はっきり言ってから、車賃のところが出てくる

だけなんですね。車賃がですね。これについて

はやっぱし今意見が出ておりますように、やっ

ぱし実費の費用というのはつけるべきじゃなか

ろうかなというようなところで、うちの会議は

終わったんですが。 

 そういうことで、改めて今見てみますと、他

市も含めてですけれども、改革というのをです

ね、進めないかんというのは私はもう理解でき

ますし、そういう中で車賃だけ改めて言います

けれども、そのような状況だったということで

あります。 

○委員（亀田英雄君） この内容を見てみっ

と、日当はやっぱあっとでしょう。前回の案を

さらに詳細に詰めたちゅう話のように、こん提

案は見っとですが。そげんしたんですもんね、

前回。この内容ば、ちょっと、よう精査する、

してしかるべきと思うばってんですね。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに何か御意見ご

ざいますか。御意見というか、今ほどに決する

に至った経緯、会派内でいろんな話をされたと

思うんですけれども、そこら辺について、何か

ここで言うとくべきものがあれば、お聞きいた

しますけれども。 

○委員（前垣信三君） 確認です。改正案ちゅ
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うのか、これは車賃が１キロメートル３７円、

今までは一定の範囲内で幾らと決めとったもん

を、距離数に合わせて出しましょうちゅうだけ

ですよね。あとは、日当につき、宿泊料、食卓

料も今までどおりと思うのでですね、あとはそ

ん３７円でいいかどうかの判断だと思う。例え

ば、１０キロの人は３７０円、古嶋さんは３７

円かもしれん。 

○委員（古嶋津義君） うちは５００メーター

ですけん、なかでしょう。 

○委員（前垣信三君） ああ、そうですか。そ

ういう考え方でいいんですか。確認ですけど。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、そのとおりで

す。 

○委員（古嶋津義君） この３７円の根拠ちゅ

うのは何か。 

○委員長（野﨑伸也君） 何でしょうね、あれ

ですよ。職員のあれと一緒ですよね、これは。

旅費規程ちゅうか、あれと。それも、議会の議

員もそのような形のところで準じていくという

のはどうかというような御提案なんです。 

 それはですね、古嶋委員、補足しますけど、

こういった形でやっておられる議会というのが

かなり多くなってきているんですよ。３７円の

根拠は、多分いろいろあっと思うんです。１リ

ッター何ぼ走るとかというのもあるし、あとは

維持費だったりとか、年間の維持費ば割り込ん

でいって、保険料とかそやんとも割り込んでい

ったら、そのぐらいの数字になるんだなという

ようなところで多分、ほとんどどこでも自治体

的には同じぐらいの数字が出とると思いますの

でね。そういうようなことがあると思います。 

 何かございますか。 

○委員（中山諭扶哉君） 一般の市民感情から

いくと恐らく、３３００円とかいうのは非常に

高いように感じるところがあるかというふうに

思います。かといって、３７円がいいのかどう

かという部分もあるんですよね。条例が変われ

ば全部、一般の職員の人たちのあれが変われば

全部変わってしまう可能性もあるので、少し余

裕を持ってもうちょっとできないのかなという

気も個人的にはします。５０円とか１００円と

かですね、そのくらいぐらいで持っていってお

いたほうがいいんじゃないかなと、そういうふ

うな意見でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） 職員の、ここで条例

ば変える、変えなきゃいけなくなるんですけれ

ども、最終的には、これを成案とした場合はで

すね、変えなきゃならんとですけれども、職員

さん方は関係ございません。議員の報酬等に関

する条例の第５条の３というところば変えるだ

けになりますので。 

○委員（中山諭扶哉君） まあ、そこから引っ

張ってくるということであればですね、そうい

うのがついて回るような感じになるとまた、ど

うなのかなという意味でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに何かございま

すか。質問等でも結構でございますけれども。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） なければですね、

今、各会派の結論的なところも申していただき

ましたし、あと、至った経緯等もですね、ちょ

っとお聞きいたしました。これを踏まえまし

て、もう一度ですね、皆さん方、各会派に帰ら

れて話をしていただきたいというのがありま

す。 

 それと、さっきの話の中にも少し出たかもし

れませんけれども、今、２案しかございませ

ん。ただ、前期の議会改革特別委員会で改革を

していただいた距離に応じた支給の金額という

のがありますけれども、そこについて、それを

別にして、こういった案ではどうかというのも

ですね、私は結構かと思うんですよ。 

 ただ、現行でそのまま行くというのはやはり

いかがなものかということで御提案をさせてい

ただいている立場ですので、今、現行の支給の
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金額がありますけれども、それをこういうぐあ

いにしたらどうかとか、あるいは、ふえるかも

しれません、そういった議論もあるかもしれま

せんし、減る議論もあるかもしれません。今、

現行のやつも視野に入れてですね、第３案みた

いなところでですね、考えていただいて、会派

に持ち帰っていただいて、もう１回御検討いた

だければというふうに思います。 

 今、なかなかきょうは、ちょっと成案を得な

いような話でしたので。 

○委員（成松由紀夫君） 確認ですけど、４案

でしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） ３案じゃないです

か。 

○委員（成松由紀夫君） だから、現状維持が

入ると。 

○委員長（野﨑伸也君） ああ、現状維持、そ

うですね、４案ですね、済みません、４案で

す。 

○委員（成松由紀夫君） その４案目で何かあ

れば出してくれと。今、３案、廃止、実費支

給、現状維持という３案があってっていう理解

でいいんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、そのとおりで

す。 

○委員（成松由紀夫君） わかりました。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（増田一喜君） この別表のところです

けど、これは３７円という数字でずっと行くん

ですか。さっき中山委員が言ったように……。 

○委員長（野﨑伸也君） いいですよ、そこ

も。 

○委員（増田一喜君） 職員と同じ額をここに

はちょっと持ってきたと、利用したということ

であれば、ここのとこは、文言としては、職員

と同額ちゅうか、そういう文言のほうがいい、

数字じゃなくって。 

○委員長（野﨑伸也君） そこも出していただ

いて結構です。案としてあれば、出していただ

いて結構です。 

○委員（増田一喜君） 基本としては、この３

７の数字を出したけれど、次は、そういう文

言、文字であらわしてもいいと。 

○委員長（野﨑伸也君） いいですよ。出して

いただければ。（｢案があれば」と呼ぶ者あ

り）案があれば出してください。これはこうい

うふうに変えたほうがいいんじゃないかという

のがあれば。 

○委員（古嶋津義君） 確認ですが、なら４案

ということですね。１案は費用弁償の廃止案、

２案が費用弁償の実費支給案、３７円のとこ

ろ。すっと、三つ目が、例えばここに現行の費

用弁償がありますが、１０キロ未満が３３００

円、それを３案としてはその半額ぐらいとか、

そういうのが３案ということですか。 

○委員長（野﨑伸也君） そういう意味です。 

○委員（古嶋津義君） ４案が現行の費用弁償

ということですね。 

○委員長（野﨑伸也君） 現行どおり、はい。 

 よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、次の会議で

は、また議論していきたいと思いますので、し

っかりと会派で確認を、議論のほうをですね、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、レジュメ１ページ目に戻ります。 

 ④管外行政視察の見直し、視察成果の反映に

ついてということで、こちらについても各会派

で御検討いただいてきたものというふうに思い

ますので、各会派のほうから御意見を伺いたい

というふうに思います。（｢これの説明資料し

とかんと」と呼ぶ者あり）いえいえ。以前、も

う既にこれは資料として配ってありますもんで

すから、ここにはつけてないというふうに思い

ますけど。（｢これ、もう１回もらわれんとか
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い」と呼ぶ者あり） 

 ちょっと小会します。 

（午前１１時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１２分 本会） 

○委員長（野﨑伸也君） 本会に戻します。 

 ④の管外行政視察の見直し、視察成果の反映

について、提案者の会派代表、亀田委員から少

し趣旨のほうをお願いします。 

○委員（亀田英雄君） 管外行政視察の見直し

と視察成果の反映ということで提案をさせてい

ただいております。 

 見直しということについてはですね、事前に

視察の目的を皆さんで共有するとが薄いんじゃ

ないかと。どうしても行かんばならぬというと

ころから入っとるもんですけん、何もなかとき

は中止することも考えてよかっじゃなかっです

かという提案です。それはだけん、委員の目的

意識を共有することが大事だというような話で

すけん。中止せろという話ではございません。 

 視察成果の反映ということにつきましては、

八代市の行政に反映させたいという目的なんで

すから、しっかり最後までそこをフォローせん

と視察に行った意味がないと。だけん、よかっ

た事例についてはですよ、執行部と意見交換を

するなり何なり、そこまですることが必要じゃ

ないですかと。今は復命書を書いて、それで終

わりだと。もう一歩進んで執行部に、これはよ

かったと思うことは執行部と意見交換会までし

たがいいんじゃないですかという提案でござい

ます。 

（｢それは委員会ばっかいか、常任委員会だ

け」と呼ぶ者あり）これは、だけん、管外行政

視察の見直しちゅうことで提案しております

が、そこを皆さんで共有できれば。そこは会派

で取り組んでおります。何回かした覚えがあり

ます。この話はよかったけん、執行部と意見交

換会をした記憶がございます。（発言する者あ

り）よかっですか、私が不規則発言ばしよっと

ですが。 

○委員長（野﨑伸也君） 亀田委員、まだどう

ぞ。 

○委員（亀田英雄君） 委員会もですたい、そ

れはもう、あとは委員長の判断によるところが

大きかっかもしれんとですが、そこまでせん

ば、やっぱり市民感情からは「何、あたどま、

旅行に行くと」いう話じゃなくてですたい。き

ちんとそこまでしたほうがいいんじゃないかな

と。するべきだというようなことでの提案です

けんが、よろしくお取り計らいをいただきます

ようお願いいたします。 

○委員長（野﨑伸也君） 今、説明いただきま

したけれども、大きく２つあったかなというふ

うに思います。行くのが目的になっていると。

だけん、今回は行かなくてもいいとか、そうい

った共有できる部分があれば、別に中止をして

もいいんじゃないかというようなところも考え

てくださいよというような御提案と、行ってか

らの視察の執行部との意見交換とかフォロー、

視察後のフォローですよね、というところをも

う少し具体的にできないかというような御提案

なのかなというふうに承りました。 

 これはもう事前に皆さん方も会派のほうでお

話はされているかなというふうに思いますの

で、御意見あれば。各会派というふうには聞き

ません、それぞれには。御意見があればお伺い

します。 

○委員（成松由紀夫君） 今、亀田さんが言わ

れたところはまさにそうなのかなと思います

が、自民党会派ではもう以前からそういう視察

後の意見交換というのは常にやっておる状況で

ありますので。特段、その後の反映という点に

ついては、各議員、一般質問の中でも先進地事

例、視察先の事例を取り上げて質問もみんなし

てますし、そこら辺については余り問題ないの

かなとは思うんですが。 
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 目的が持てないときに中止するというのは、

それはもう各正副委員長の判断でいいかと思い

ます。 

 むしろですね、以前から思っていたことと話

が出よった部分で、執行部の随行がありますよ

ね。あの随行の部分をですね、むしろ項目で、

例えば重要課題を正副委員長が委員さん方の意

見を吸い上げて、まず視察項目、そして視察先

というのを決めて視察に行きますよね。そのと

きに大体部長さん方が同行されるんですけれど

も、もうちょっとこう、何と言うんですかね、

その担当課の課長さんとか専門の、もっと言え

ばですね、係長さんでもいいと思うんですけれ

ども、小さい部分に入っていった場合は。やっ

ぱそういうところをむしろ執行部のほうが臨機

応変に。 

 部長さんも来られていいんだけど、部長さ

ん、課長さん、担当とかというような方々が一

緒に行かれたらありがたいなというのがあっ

て。結局、部長さんが行かれて、意見交換をす

る中のときとか、視察先で意見交換するときと

かでも、案外やっぱり部長さんもいっぱい抱え

ておられますから、少し専門的な話になってき

たときに、やっぱりこれは担当課が見とくべき

よねというのが。要は議員さん方との、議員さ

ん同士の意見交換にしろ、執行部との意見交換

の中で、これは担当課に見とってほしかったよ

ねとか。その部長さんからも出よったんです

よ。これは担当課に見すっなら大概勉強になっ

たんですけどねとか。やっぱりそこは百聞は一

見にしかずで、我々は予算をかけて行きよるわ

けなもんですから、そこをむしろ執行部のほう

がですね、担当課がついていけるような方向と

いうか、方法はないのかなというのを以前から

ですね。これは本当に大分前から意見が出よっ

た部分でしたので、そちらのほうはどうかなと

いうふうに、うちの中から意見は多数出ており

ました。 

○委員（山本幸廣君） 今、成松委員が言われ

たように、旧市の場合ですね、部長が行かれん

ときは次長、行かれんときには課長という中

で、専門的な分野で、旧市はですね、前はです

ね、課長と部長２人連れていった経緯があるん

ですよ。その後はやっぱり財政的な問題ばっか

りを執行部が言うもんですから、とうとう今の

ような、現実のような状況になってきたと。 

 議会としては、今、改革が提案しておられる

ようなその趣旨というのはやっぱしどの部分を

重視していくのかとなればですね、私はやっぱ

し今の執行部が、添乗じゃありませんけれど

も、専門家、係長なり課長なり、それはもう執

行部としてですね、ぜひとも私は同席はさせて

ほしいという。これはですね、随行はやっぱり

もう大事なんですよ。これはもう早く実現せな

んいかぬだった。ちょうど改革から出ましたの

で、その面と、今言われたような、それをまと

めてきてから執行部に、こういう議会としてで

すね、委員会としてまとめて提案するというこ

とも、これは大事じゃなかろうかと思います。 

 我々が自民党のときには、今、成松委員が言

われたように、執行部ばすぐ呼んで、それで勉

強会、反省会をしておるというのは、これは今

でもやっぱり自民党はしておられるとは思うん

ですけれども、それは私はどんどんどんどんや

ってほしいと思います。与野党問わずですね、

執行部としては公平・中立な立場ですから。な

ので、改革が言われたは、私はこれはもう賛成

です。 

○委員（増田一喜君） 私も前から思いよった

んですけどね、やっぱり視察に行くときにです

ね、前に職員さんに言ったことがあるんですけ

ど。あんたたちが一緒に来たらいいのにと、す

ると、いや、予算がないんですよねと。だから

年間に何か１人ぐらいしか行けない。要するに

１回分の予算しかない。なら、どこが行くかと

言ったら部長あたりが行くとか、上から順次来
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るような、そういう何か暗黙のルールちゅうの

が、そういうのがあるみたいで。結局、担当課

が行きたくても、もう予算がないちゅうことだ

ったから何とかできないのかなちゅう思いはあ

ったんでしょうね。それを議会から１人分を、

もちろん委員会ですけどね、委員会のほうで連

れていくとなったとき、議会がその分捻出でき

ないのかなというのは以前から思っちゃおった

んですけど。それが気になるんですけど、これ

を機会にして、それができるんであればそうい

う方法を考えていけば。 

 やっぱり担当課が行ったほうが一番よくわか

ると思うんですよ。内容も知っているだろう

し、うちの行政の中での内容も知っているか

ら。それが一番いいのかなという気はするんで

す。だから、何か考えられないのかなちゅうの

を――。 

○委員（山本幸廣君） だから、どうしてもで

すね、野村氏が来てから講演した中で、０.

４％でしょう、財政の議会費というのは。だか

ら、どうしても議会費を執行部に要求すればい

いわけですから。それについては議運で申し合

わせをするという方向で進めていただければ

と。私はもうぜひともそれはお願いしたいと思

います。（｢それはありですね」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（亀田英雄君） 言いたいのは、議員が

視察先に行って勉強してきましょうという話で

す。執行部を連れていきたいという話じゃござ

いませんので、その辺をちょっと。それから、

さっきの話はそれでよかですばってん、行っ

て、寝とる議員もおっじゃなかですか。それは

なしにしようという話ですたい、極端な話は。

向こうに失礼な話もありますし。だけん、委員

会としての、まあ会派の視察もですが、まちっ

としっかりやりましょうという趣旨が目的で

す、私のこん提案の目的はですね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。成松委員から要望的なところでですね、ち

ょっと今、執行部の話になったですけれども、

これは山本委員が言われたように、皆さんと共

有できるものがあれば。私もこの提案を議運と

して議長のほうにも上げて、議長からも言って

いただくと。そういったことをやれればという

ふうに思いますので、そこはそれでお含みおき

いただきたいというふうに思います。そういう

ふうに進めていきましょう。 

 提案されてますとおり、今、亀田委員から言

われたとおり、このですね、視察後どうするん

だと。ちゃんとお金を使って視察に行っている

と。会派のやつは会派のやつでそういうふうに

されているというのはもちろん理解します。た

だ、今回の提案というのは、委員会として、議

会としてですね、委員会で行った分について

は、やはり何らかの成果を出さんといかぬだろ

うと、市民に対してもということで提案だろう

というふうに思いますんで。会派ではやられて

いるのはわかります。それはそれで結構かとい

うふうに思いますんで、今回の御提案は委員会

でも行った後は、そういったことを執行部とや

ってもらいたいと。何らかの形を見つけていき

たいというような御提案だというふうに思いま

すので。 

○委員（山本幸廣君） もうそういう考えで私

は理解したんですが、それは各常任委員会で、

視察後の常任委員会でそれを報告するという形

をですね、ここで決めればいいんじゃないです

か。 

○委員長（野﨑伸也君） １つ御提案なんです

けど――。（｢何かあると思いますけどね」と

呼ぶ者あり）ただ、今回、趣旨は理解するもの

なんですけれども、もし皆さん方がそれをやる

べきだよねと。じゃあ、やろうやという話にな

ると、何らかの形をつくらんといかぬというふ

うに思うんですよ、やっぱり。（｢そうそう。

委員長、お願いします」と呼ぶ者あり）そこに
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ついて、申し合わせ事項じゃないんですけれど

も、委員会としてこういうことを視察後はやっ

てくださいねというのは。余り難しく考えんで

よかっと思うとですよね。（｢です、です」と

呼ぶ者あり）だけん、そういったところば、ち

ょっと作成ばしていかんと。もうただ漫然と議

論するだけではどうにもなりませんので。（委

員中山諭扶哉「お願いします」と呼ぶ） 

○委員（古嶋津義君） 常任委員会の委員長さ

んにお願いをして、視察後ですよ、ちゃんと執

行部とこういうことがあったからちゅうこと

で、成果報告ですか、議論する場を設けたらよ

かっじゃなかっですか。 

 それから、事前勉強ですが、私も常任委員長

じゃありませんが、会派の代表で、会派の場合

はですね、資料を早目にお渡しして、勉強をし

といてくださいと。事前に十分にそれは申し上

げております。 

 ついでに言いますと、５月１６、１７は大体

生活環境の研修を入れておりましたばってん、

何か会派もあっというこつだいけん、ちょっと

伸ばしましたですが。（｢伸ばしたんですか」

と呼ぶ者あり）うん。（｢ありがとうございま

す」と呼ぶ者あり）だいけん、その辺のところ

はもう既に資料は送っとるとですよ、うちは。

（｢失礼しました。知らんかったもんで」と呼

ぶ者あり）そういうふうにしてちゃんとやって

おりますので、はい。 

 常任委員会については先ほど述べましたよう

に、委員長さんにお願いをして、関連の部署を

呼んでから、こういうことがあったとよという

ことで話してから、改善すべきところは本市と

しても改善すべきじゃなかろうかと、そういう

ことをやったらいいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） だけん、要するにこ

れは改革クラブの提案の趣旨は、賛同はするん

ですよ。一生懸命勉強しようぜというのは、も

うそれは当然せなんし。そうすると、帰ってき

てからどうするのということなんで、その帰っ

てきてからどうするのという部分がですよ、担

当課のより詳しい方と話をするときに、結局は

やっぱり机上でとか、調べとって言わすこと

と、行って聞いてきたことの会議して、そして

また部長さんを呼んでというのが、うちの勉強

会というか、するときにですね、煩雑になっと

ですよね。だから随行の話というのは、今度は

うちからの要望として上げた部分で、今３つあ

るのかなと思うんですけれども。その部分で少

し山本先生からも賛同を得たような流れにはな

っておりますが。 

 要は、改革さんが言われる、帰ってきてから

の何らかの協議の場なのか、それとも復命書の

公表なのかということなんですよね、具体的に

何をやるかということになると。だから復命書

の、会派のは今出されているというような形で

公表していくのかというのと、委員会として協

議の場を設けるのかというのは、それはまた各

正副委員長さんに諮らんと。やっぱ案件次第で

はその必要がない場合もあるだろうし。またそ

れぞれ正副委員長さんも思い入れがあったり、

各委員が調査目的を委員長さん方に聴取されま

すよね、調査項目は何がいいですかと。それぞ

れで違う部分があるけん、なかなか委員会全体

で協議の場というと、温度差があったりいろい

ろするけんで、そこのところは各会派で従来や

ってるようなスタンスをやっていくような形が

一番柔軟なんですけど。例えば協議の場を、あ

えて委員会招集して、そしてこの間の視察につ

いてどうだこうだということまでやるのは、な

かなか、そこはどうなんですかねというところ

があるので。そこはまた各正副委員長さんにも

投げかけて。 

 例えば具体的にどういうことというのが改革

さんであれば、こういうことがしたいんだよと

いうことがあれば、また今聞いてもいいのかな

とは思うし。そこはどうなんですかね。こうい
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うことがしたい、帰ってきて。具体的な方法は

何か考えておられますか、案は。 

○委員長（野﨑伸也君） 多分、今、言われた

とおりだと思うんですよ。帰ってきてから執行

部との何か意見交換ばやりたいというところだ

ろうと思いますし。あと、委員会のインターネ

ットでの公表はされていない、どこも見れると

ころがないんですかね、あれは、今。（｢閲覧

はできます」と呼ぶ者あり）閲覧はできます、

来たらお願いしますと。そういったところだと

思いますんで、個人の視察の報告は、今、出さ

れているということですので、委員会の中でも

そういった公表をしていくというようなことの

御提案だろうというふうに思いますので。具体

的には帰ってきてから委員会としてというのは

一番大事なところだと思います。そこが一番の

大事なところだと思います。 

○委員（成松由紀夫君） そこは各正副委員長

さんの反応はどうなんですか。まだそこまでは

行っていないでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） いいえ。正副委員長

さんもですね、議会の中の各委員会の委員長さ

んですから。議運で今これを話し合っているん

です、こうでこういうふうに、──会派に帰れ

ば委員長さんも多分おらすでしょうし、そぎゃ

ん話ば今やっているんですという中で、そこで

意見ば上げてもらえば。一委員長さんも全体の

議会の中の一人ですから。ここで、議運で話し

合って決めたということであれば、委員長さん

方はそれを守っていただくというような話にな

ります。そのための議運ですから、ここは。 

○委員（成松由紀夫君） いや、流れ的にはわ

かるんですけれども、議運でこぎゃん決まった

けん、こうせいじゃなくて。 

○委員長（野﨑伸也君） それはないですよ。

ただ、各会派にも委員長さんがおらすもんです

から、ここで話し合って持ち帰ってくださいね

っていう議論はそこでされているはずですか

ら、もちろん。そこで何かあればまず、まだ決

まらんうちに出してくださいねというのが措置

ですから。 

○委員（成松由紀夫君） うちは、福嶋委員長

が１人いらっしゃるんですが、ちょっとそこま

での協議がまだできていないので、各委員会の

委員長さんの意見もちょっと一旦聞きたいなと

は思うんですけどね。 

○委員長（野﨑伸也君） 成松委員、委員長さ

んというふうに思わんでよかっと思います。

（｢議員たい」と呼ぶ者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 正副委員長ですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） 正副委員長さんも議

会の一員の一議員ですから。それを委員長さん

に聞かぬばんというとはないと思います。 

○委員（成松由紀夫君） やっぱり何だかんだ

言って、各委員会の正副委員長さんというの

は、取りまとめから何から、議運もそうですけ

れど、やはりそこのマネジメントしていく、や

っぱり調整していく部分では、やっぱ大変な部

分もあるけんですね。だから、さっきの話にし

ても何にしても、正副委員長さんが最終的にど

う諮っていかれるかということにもなるので、

そこは少し確認はうちはしておきたいなという

ことなんですよ。 

○委員長（野﨑伸也君） それは全然してくだ

さい。それはしてください。 

○委員（成松由紀夫君） そういうことなん

で、正副委員長さんにこだわっているわけじゃ

なくて、正副委員長さんの立場はおもんぱかり

ながら、ちょっと確認もしておきたいなと思い

ますし。だからと言って、別に何ら反対しよる

わけじゃなかですけんが。そういうことでよけ

れば、もう一回ちょっとそこは確認しとかん

と。具体的に何ばして進めるかちゅう話ですた

い。 

○委員長（野﨑伸也君） 具体的にこういうふ

うにやりたいんですっていうことであれば、も
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う少しですね、やっぱ、結局これをするという

ことになると、申し合わせ事項とか何かがやっ

ぱり結局は要るわけなんですよ、何かするとな

ったら。口約束だけじゃやっぱりいかぬもので

すから。そういった意味合いも含めて、改革ク

ラブとちょっと私も協議したいと思いますけれ

ども。そういった書面ちゅうか、書式的なもの

がないとですね、なかなか議論しにくいんです

よね、何でもと思って私はいつも案を出させて

いただいているんですけれども。 

○委員（村川清則君） 委員会視察をより市政

に反映させるというあれは十分わかっとです

よ。例えば２泊３日だったら３カ所行くじゃな

いですか。その３カ所とも執行部と議論する、

あれをやられるようなあれなのか、その辺もち

ょっと。あるいは一、二カ所――。（｢絞るの

かですね」と呼ぶ者あり）うん、絞るのか、そ

の辺も含めて。 

○委員（亀田英雄君） 行ったところが３カ所

ともよければですたい、八代市にどうしても反

映させたいという事項が３つあれば、それはも

う３つしてもやぶさかではないし、３つのう

ち、今回はこの１カ所はどうしてもしたいっ

て、それは委員会で統一のでくれば、そんやり

方でよかと思うとですよ。どうしてもそれに縛

るというやり方じゃなくて、あとは委員会の判

断と委員長、副委員長の判断でよかっじゃなか

ろうかなというふうに私は考えます、提案者と

してですね。いいものを、視察の成果を反映さ

せましょうという話ですけんが。行った先の、

話し合わんばんという縛りはかけたくはないと

いうふうに。 

○委員（村川清則君） やっとは、帰ってきて

からはやっぱり時間ば置かずに。（委員亀田英

雄君「そぎゃんですよ」と呼ぶ） 

○委員長（野﨑伸也君） 熱かうちにですね。 

○委員（増田一喜君） 今、ここで言ってるけ

どですね、これはもう４常任委員会ですね、４

常任委員会で決めることで、今、これは議運で

することでしょう。もうほかの正副委員長さん

たちは、議運で決まったら私たちも従いますち

ゅう話になっとっとですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 先ほど言いましたけ

ど……。 

○委員（増田一喜君） これは議運だけで。 

○委員長（野﨑伸也君） 議会運営委員会なん

ですよ、ここは。 

○委員（増田一喜君） いや、組織的にです

ね、ほかの４常任委員会の上にあって、決まっ

たけん、これ、せろっていう話じゃないわけ。 

○委員長（野﨑伸也君） 違います。 

○委員（増田一喜君） これは議会運営委員会

で、議会常任運営委員会とか、常任がつかない

わけでしょう。それは何かつかなくてしよるけ

ども、それは各所管によってやるだけであっ

て。だから、この件については議運で決まった

ら、ほかの４常任委員会もそれに従えちゅう話

になるわけでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） 従えじゃないんです

よ。 

○委員（増田一喜君） 実際にはそこで議論し

てもらえばいいわけでしょう。これはここだけ

の話――。 

○委員長（野﨑伸也君） 増田委員、従えじゃ

ないんですよ。これは議会改革の話ば、議会全

体の話ば、ここでしよっとですよ。だけん、各

常任委員会が何とかかんとか従えとかって話じ

ゃないです。 

○委員（増田一喜君） だけども、ここで決ま

ったらしましょうねっていう話じゃないの。 

○委員長（野﨑伸也君） 議会で、ここで統一

した共有するものを決めましょうねと今やって

いるものですから。そういう従えとかっていう

のじゃないんです。だけん、先ほども成松委員

が言われたときに言いましたけど、委員長さん

も各会派に入っておられますから、一議員で。
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だけん、ここで今こういう議論ばしとるよっ

て、持ち帰ってくださいねてきょう言えば、そ

こでいろんな意見ば委員長さんも出してくださ

い、そこで成案ば決めましょうよって話です。 

○委員（増田一喜君） わかるけれども、何か

流れとしては、ここで決まったら、ほかの、そ

こに右へ倣えしてくださいような雰囲気に聞こ

えるからね。 

○委員長（野﨑伸也君） それはそぎゃんです

よ。だって議会全体のことば、ここで決めるわ

けですからね、いろんなことば、議運だから。

（発言する者あり） 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、議会改革

については議会改革特別委員会で、議運は議会

運営上の話で今されとる部分じゃないですか。

うちのところ話ですれば、やっぱり言葉のニュ

アンスでちょっととり方がいろいろ出てくるけ

れども、要するに議会運営上の話の中で視察の

成果の反映というのも、個人的に言わせてもら

うと、視察の成果は反映されとると私は思とる

とですよ。 

 というのは、各議員さんがそれぞれ視察先の

先進地事例でよかったなと思うことは、皆さん

一般質問で言われていますよね。どこどこ、何

日からどこどこ何々市、会派視察に行きました

とか、常任委員会で行きました、これはこうこ

うこうでよかった、これを執行部としてはどう

なんだというのはやられているので、全く、

今、成果の反映がされてないということではな

いと思うんですよ。ただ、改革さんが言われる

のは、より踏み込んで、共有しながら委員全員

でこうだった、ああだったという話を執行部と

したいんだろうなというようなニュアンスでち

ょっと受けとめとっとですけど。ただ、それを

やるとなると、また細々ルールをつくらないか

ぬけんということがある。 

○委員長（野﨑伸也君） 細々は要らんと思う

けど。 

○委員（成松由紀夫君） うん、だからルール

ばつくらなんでしょう。 

○委員長（野﨑伸也君） せんばんと思うとで

すよ。 

○委員（成松由紀夫君） だから、私はです

ね、帰ってきて意見交換とか、そこもそうなる

とどうなのかなというとも、一つは心配、心配

ちゅうかですね、やっぱりそれぞれ議員さんた

ちがその視察先に行って感ずるもの、共感する

ものというものがあったら、それはみんな質問

でやるべき話なのかなというのもあるからです

ね。だから、二重に一般質問でまたさらに深め

るものは深めていい。ただ、行った議員は議員

で共有する協議の場がほしいんだよねという話

であれば、それはそれでいいのかなというのは

あるんですけれども、やっぱなかなかこれか

ら。 

 これは任期までの議運でしょうが。で、ここ

で仮に決めても、もうそれこそ選挙戦に入った

ら、なかなか協議の場が、どうだこうだという

話は。今度は引き継いで、これは今、決めてい

けるものなんですかね。 

○委員長（野﨑伸也君） どうでしょうね。そ

こは皆さんの議論の進め方次第だと思います。 

○委員（成松由紀夫君） じゃあ、それはもう

改選後にまたいろいろな話も出てこようけん。

とりあえず、すぐ反映させる協議の場をとか、

具体的な話をということであれば、それもちょ

っと一旦持ち帰って。どうですか、きょう話、

結論出ますか。何ばするかんばするって。 

○委員長（野﨑伸也君） きょうはできないと

いうふうに思うんですよね。またいろいろな議

論があって、まだ途中段階かなというふうに思

います。 

○委員（山本幸廣君） まさにタイトルが見直

しとその反映という、この文字が一番この内容

についてもわかるわけですよね。いろんな委員

の方々が発言なされとるわけですけども。要
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は、各常任委員会での委員長、副委員長、委員

の方々というのは、今、成松委員が言われたよ

うに、復命書じゃありませんけども、やっぱり

報告書を提出をしてるという状況であります。

その中でやはり、先ほど来、古嶋委員が言われ

とったように、事前の勉強会、事前調査等々も

含めてですね、やっている中で、どうしても時

間がなかったということで、事務局サイドで調

査項目を、そしてまた調査する先についてもで

すね、時間がないようなまとめ方というのをす

るときも、まあ、あったような気がいたしま

す。そして、また現地に行って調査をする中

で、いろいろな委員長なり、委員なり、そして

目的というのが、発言等についてもばらばらの

発言で、何か恥かいてきたなというような、そ

ういう状況もあったのも、これは現実ですよ

ね。私もそういうことがあったわけですから。 

 そういうことがないように、議運で、今の提

案だと思いますので。そういう中で、あとは各

常任委員会に、今、成松委員が言ったように委

員長、副委員長、常任委員会にやっぱしこうい

うことなんだという議運からのですね、議運か

らの申し入れじゃありませんけれども、そのよ

うな視察先、調査項目についても、そしてまた

やってほしいのが、ひとつ真剣に捉えてほしい

という、そういうふうなことだと思いますの

で、前向きにいいんじゃないですか。どういう

ような取りまとめというか、ここでどぎゃん形

でどがんしようということも大事だと思います

けれども、その認識というのも、しっかり私は

持っていけばいいんじゃないかと思います。 

 あと、報告についてはいろんな報告がありま

すからですね。それについては、まとめていけ

ばなと思います。 

○委員（亀田英雄君） 大方、山本委員の話の

とおりなんですが、何で所管の委員会かという

話をちょっと補足したいんですが。おのおの、

ほら、専門の委員会じゃなかですか。総務は財

政とか、福祉、経済、いろいろあっとの。その

専門の委員会で行って、そこの委員会の中で共

通認識が図られてってなれば、それぞれ一人一

人が一般質問で取り上げるよりかは意味のある

話じゃなかですか。だけん、それがしっかりと

れればですよね。そこをしっかり所管の委員会

で執行部に提言でけたとなれば、それは重い話

だと。その辺も含めてですたい、検討でけんと

かなという思いなんですよね、補足すれば。

（｢はい、いいじゃないですか」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（野﨑伸也君） 済みません。いろい

ろと御協議いただきましたけれども、ここで、

きょう、じゃあやるかやらんかという話までに

はまだ至っていないのかなというふうには思い

ました。ただ、何となくやる方向では、そんな

ですね、反対するものではないというようなと

ころもあったかというふうに思います。ただ、

するのであればですね、先ほども言いましたと

おり、何らかの申し合わせじゃないですけど、

形をつくっとかんといかんかなというふうに思

いますので、ちょっと改革クラブさんと、私ど

も正副委員長もちょっと入りまして、何か形的

なものがないと多分皆さんもなかなか協議でき

ないものがあるかと思いますので、そこら辺の

ところばちょっと協議させてつくらせていただ

いてもよろしいですかね。じゃないと多分進ん

でいかないというふうに思いますので。 

○委員（成松由紀夫君） そこには正副委員長

は入れませんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 私は入ります。 

○委員（成松由紀夫君） いや、各正副委員

長。 

○委員長（野﨑伸也君） は入れません。 

○委員（成松由紀夫君） 各常任は入れん。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。（｢ここはも

う議運だいけんでから」｢まだ提案だけんね」

と呼ぶ者あり） 
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○委員（成松由紀夫君） でも、総じて出た意

見も含めて案はつくる――。 

○委員長（野﨑伸也君） 聞いてきてくださ

い。ちゃんと聞いてきてください。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや。 

○委員長（野﨑伸也君） きょうでしょう。あ

あ、わかりました。それはもうわかりました。 

○委員（成松由紀夫君） きょうの意見もちゃ

んと集約して反映させとってもらえばと思いま

す。 

○委員（中山諭扶哉君） 恐らくまだ委員長さ

んに話すまではいかんのかなと、きょうの段階

だとですね。もうちょっとまとめんとですね。

次、資料を一緒にちょっと出してもらいます。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

 よろしいですか。 

○委員（村上光則君） 視察には、これはもう

消極的な話かもしれませんが、絶対行かんばん

ということになるんですか。 

○委員長（野﨑伸也君） 絶対行かんばんてい

うことはないと思います。先ほど、この提案の

中にもあったんですけれども、行く必要がない

とか、そこは委員会で諮るものですから。 

○委員（村上光則君） 私が市民の皆さんと話

すときにですよ、主どま何ばしに行くとかて。

やっぱり今全国でも問題になっとるじゃないで

すか。ああいう、大阪とか。ああいう問題が幾

つも出てくるし。旅行に行くとだろというよう

な話がいつも出てくっとですよ。そういう話を

聞けばですね、もう嫌になるわけですよ。こっ

ちは３日も４日もかけて、もう箱詰めで勉強し

て、もう一生懸命してきたつもりでおっとばっ

てんですね。でも、帰ってきたら市民の皆さん

方の目はそういうのじゃなかっですよ。だか

ら、私は個人的には、もう視察なんて、これは

見直したほうがいいというふうな考えを私は持

っております。だけん、しゃんもっでん行かん

ばんとだろうかちゅうとがそこにあるわけです

が。 

 やっぱり先ほども話が出たように、視察に行

ってその反映をこれまでしたのか。何が反映し

たのか。私も１８年間行ってきましたが、もう

何が変わったのか。（｢変わってないですか」

と呼ぶ者あり）私は別に何も変わっとらぬと思

う。そこら辺が非常に、これはもう無駄な金を

使っているというような気がしてなりません。

私はそういう考えです。 

○委員長（野﨑伸也君） 多分、今言われたの

はですよ、村上委員が言われたとおり、市民の

方からそう言われたっていうのは、やはり議会

としてですよ、議会としてちゃんとした視察の

成果というか、どぎゃんふうに、見える形でで

すね、出してなかった部分がですね、多分多か

ったんだろうと思うんですよ。見られない部分

が、市民の方が。ちゃんと行って、勉強して、

こういうことを反映しているんだとか、そうい

うところが市民まで届いていない部分があるか

らこそ、今回こういう提案がされたんじゃない

かなというふうに思いますんで、もう少し真剣

に取り組んでいければなというふうに思いま

す。 

○委員（村上光則君） 恐らく市民の皆さん方

には、我々の行動は、勉強したことはですね、

恐らく伝わっとらんです。遊びに行くだろうっ

て、旅行だろうって、もういつも言われるっと

ですよ。もうむなしかですよ、そぎゃんと聞け

ばですね。一生懸命もう暇を潰して行くとに、

そういうことを言われれば、もう本当に行きた

くないような気持ちになりますから。一応お尋

ねしてみました。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。 

○委員（成松由紀夫君） 今さっき委員長が言

われたとおりで、視察の成果云々というのは、

やっぱそれぞれで、市民の皆さんも温度差があ

るし。例えば会報紙なら、会報紙ちゅうか、自
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分の広報紙であったりとか、ＳＮＳ等いろんな

ことを通じてですね、議員それぞれが努力しよ

る部分で理解ば得とったり、ああ、あそこに行

って、ああいう部分ば反映させたんやねという

ことの理解が進んでいる方も一部いらっしゃる

し。今、確かに村上委員が言われるように、主

どま旅行に行きよっとだろうって言う方もいら

っしゃるという部分があるということですか

ら、それについてはですよ、それぞれ温度差が

あるちゅうことで、しゃんもっでんするとかせ

ぬとかという話になれば、それはもう議員それ

ぞれの判断の域の話と思うので。 

 先ほど言われたとおりな形で、１回改革さん

と正副委員長とで協議されるんであれば、それ

でたたき台をつくっていただいて、また提示い

ただければと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） はい、わかりまし

た。本当、議論だけでつくり上げていくという

のであれば、もうかなりの時間を要しますん

で、たたき台のほうをつくらせていただきたい

というふうに思います。 

 今までがですね、恒例だったらから、このま

まじゃなくて、やっぱ市民に対して見えるよう

な形でやっていきましょう。（｢はい、議事進

行です」と呼ぶ者あり） 

 それでは、持ち帰りについてはですね、よろ

しいですかね。もう一回いろいろとお話をした

いというようなお話も、皆さんのほうから意見

もありましたので、持ち帰っていただきたいと

思いますし、早急にたたき台のほうのですね、

作成して、皆さん方に御提示できればというふ

うに思ってます。 

 それでは、もう１件行きます。⑤議会のＩＣ

Ｔ化、タブレット導入などということで、連合

市民クラブと改革クラブさんからも提案されて

いる部分でございます。レジュメの最終ページ

にですね、資料のほうはつけてございます。 

 それぞれにはお聞きしませんので、何か御意

見等あれば委員の皆さんの御意見を伺いたいと

いうふうに思います。 

 その前に１つよろしいですか。連合市民クラ

ブとしてよろしいですか、私のほうから。提案

のところなんですけれども、提案がここにあり

ますが――。（｢副委員長、交代して」と呼ぶ

者あり）委員長、交代します。 

○副委員長（松永純一君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。連合市民

クラブとして提案させていただいているページ

が最終ページにありますけれども、プラスさせ

てください。これに最終的にＷｉＦｉ環境をで

すね、議場の、議会棟３階のＷｉＦｉ環境整備

をお願いしたいということでございますので。

（｢どこに」と呼ぶ者あり）以下３項目を提案

するというふうにしていますけども、４項目に

なっていまして、４番目にＷｉＦｉ環境を整備

してほしいというところでお願いします。④番

目ですね、４ポツということで。以上です。 

○副委員長（松永純一君） 今のところいいで

すか。確認できましたですか、４項目め。

（｢確認しました」と呼ぶ者あり）委員長交代

します。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

した。 

○委員（中山諭扶哉君） 前回ですね、前回だ

ったか、ちょっとあれなんですけど、二、三年

でですね、非常に大きくここら辺は変わるよう

なところなので、ぜひ管内視察程度でいいの

で、業者のほうからですね、説明というか、こ

ういう感じになるんですよって、実際に見ない

とわからないというふうに思いますので、ぜひ

それを含めてたいと思います。 

○委員長（野﨑伸也君） 具体的には、タブレ

ットとか、そういった何かこういった議会―

―。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。ＩＣＴ化に関

して。 
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○委員長（野﨑伸也君） 情報発信とか、そう

いうところの。１回見に行きましたよね。議運

でも行きましたけれども。それって業者さんと

かっていう話ですか。携わっておられる業者さ

んに来ていただいて話を聞きたいというような

こと。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、ちょっと、

もうちょっと詳しく。理解がちょっとでけん。

業者さんを呼ぶの。 

○委員長（野﨑伸也君） 業者さんでよろしい

んですよね。業者でしょうね、多分業者だと思

いますが。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや、管内ちゅ

うこと、管外ちゅうこと。 

○委員（中山諭扶哉君） 管内で視察──。 

○委員（成松由紀夫君） 管内というなら八代

市内で――。 

○委員長（野﨑伸也君） おられますか。 

○委員（成松由紀夫君） どうこうということ

はこれからするわけだけん。 

○委員（中山諭扶哉君） 管内の意味はやって

いる業者さんをここに呼んで、別に幾らでも呼

べば見せには来てくれるでしょうという意味。 

○委員（古嶋津義君） だって、１つの業者ば

呼んでするっちゅうのはまずかろう。 

○委員（中山諭扶哉君） いや、それはもうや

っているところが何カ所かあるでしょう。別に

２カ所でも３カ所でも別に構わんとですから。 

○委員（成松由紀夫君） これにも書いてあっ

た鳥羽とか行ったですよね。ああいう部分での

携わっている業者さんをこっちに呼んで、実際

に議会に導入しているところを取り扱っている

業者さんを呼んで、こっちでちょっとレクチャ

ーちゅうか、説明を受けるちゅう理解でいいん

ですか。 

○委員（中山諭扶哉君） もちろんそうです。 

○委員（成松由紀夫君） 視察に行ってもまた

いいんじゃない、別に。 

○委員（前垣信三君） この前、議員の間には

案内が来てまして、福岡でタブレットを使った

議会という講演をやっとるんです。だから、業

者がいいとか悪いんじゃなくて、そういった講

演をする人がいますもんね。そのあたりを議会

としてお呼びをして、端末を持ってきて皆さん

に配って説明してもらえば一番よかっですけ

ど、それがなくても一、二台ぐらい置いておい

て、議会全体にですね、そういった講師を呼べ

ばどうかなと思います。たしかこの前、福岡で

やってました。 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。た

だ、導入するってなればそうなんですけれど

も、まだここではするかせんかっていう話もあ

りますので。ただ、中山委員さんが言わしたと

は、このメンバーでまずは議論する前に理解を

深めたいんで呼んだらどうかといったところな

んだろうというふうに思ったんですけれども。

もちろん多分するってなれば、そぎゃんふうな

あれは要るでしょうね。 

○委員（中山諭扶哉君） やっぱり机上の理論

で言ってもですね、よしあしはですね、恐らく

わからないし、そこをさっき言いましたよう

に、二、三年でですね、非常に時代が変わると

ころではありますし。だから、そういうところ

から意見を聴取しないと、話の議題に乗らんだ

ろうなというふうに思ったもんですから提案さ

せてもらった次第です。 

○委員（成松由紀夫君） この件については私

も、今言われるように、二、三年、五、六年で

どんどんどんどん、パソコンだって今１年ごと

に変わってくるというような状況で、いろいろ

変わっていくんだろうなというのは思うんです

が、会派内で話をしますと、やはりかなりの温

度差がありまして、やっぱりどうしても拙速だ

というような。まあ、拙速だというのも、扱え

る、扱えないところのそもそも論も、やっぱ現

状としてあるのは事実なんですよね。なので、
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これについては勉強をしていくレベルぐらいに

していかないと、やっぱりそれこそパソコンと

か、パソコン打ちどころか、一般質問でもです

よ、やっぱり味のある議員さん方はみんな手書

きでつくられて登壇されとるようなところもあ

るので、なかなかうちは賛同を得ませんでし

た。 

○委員長（野﨑伸也君） ありがとうございま

す。 

○委員（中山諭扶哉君） 非常にわかるところ

であります。なので、そういうふうに。今はで

すね、やっぱタブレットという前に、スマート

フォンも、こんだけ普及する前はみんな使っと

らんだったわけで、恐らくそれが物すごく簡単

にできるようになったから、それが使われるよ

うになったというふうに思うんですよね。だか

ら、そういうふうになってますので、ぜひみん

なでちょっと見てみたいなというふうに。 

○委員長（野﨑伸也君） １つ提案者のほうか

らよろしいですか。今回、提案しているのがで

すね、まずは議会のホームページのほうとかを

広くですね、若い方々にも見ていただきたいと

いうことで、今もホームページあるんですけれ

ども、さらにツイッター、フェイスブックと

か、そういった軽い媒体でもですね、見ていた

だけるようなということでやったらどうでしょ

うかというような御提案です。そこはまだ議員

さんには余り関係ない部分かなと思います。こ

こは議会事務局の御協力が必要な部分ですか

ら。というのが１つあります。 

 あと、２番目が議員の連絡網ですよね。ここ

については皆さんがお持ちの端末で、それに対

して今まで、はがきとか文書とか送るというの

が今までやってる部分なんですけど、それプラ

スでですね、そういったものもやっていけば早

くですね、情報の伝達が。地震とかやっぱ災害

時にはですね、やっぱりこれが一番必要かなと

思うんですよ、やっぱ。皆さんが自分たちで持

っておられるものについては、多分余り制限は

なかと思うっとですよね。メールはメールを使

わすという方もいらっしゃるし、あとはショー

トメールとかもありますし、ＬＩＮＥもありま

すし。そぎゃんところを考えてもらったほう

が、自分たちが使えるものば媒体としてやれば

いいという話ですので。そういった意味で上げ

させていただいていると。 

 タブレットについては、それぞれ今言われた

ように、使える人と使えない人もいますので問

題があるかもしれんとですけど、皆さんでやっ

ていきましょうやということですし、一時期は

やっぱり併用していかぬとだめだと思うとです

よ。タブレットならタブレットだけにがんじが

らめになっとじゃなくて。というようなことで

提案させていただいておりますんで。これまで

どおりということであったら、もう先に進まぬ

けん、さっき言いなったように、どんどんこう

いった媒体とか関係についてはもう進んでいく

のが早いですから、なれていかんことにはどぎ

ゃんもならぬですけんが、立ちどまらずに、皆

さんで一緒に少しずつでもやっていきましょう

ということです。 

 とりあえず１番と２番については事務局のお

手伝いが必要な部分ですから。余り議員さん方

で何やかんやするというところはないんで。そ

こについては御理解いただきたい。あとは、４

番もですね、提案しましたＷｉＦｉの環境につ

いては何も皆さん方には関係ないものですか

ら。議員さんが何かせんばんとかというのでは

ありません。費用がかかるというだけです。 

 というところで、意見が皆さんなければです

ね、これももう一回持ち帰っていただきたい。

（｢持ち帰らんばしよんなか」と呼ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） さっき前垣委員が言わ

れた福岡の話ばってん、そげんところなら日帰

りでいい。 

○委員（前垣信三君） 日帰りでできました。



 

－31－

私は行っていないですけど。 

○委員（古嶋津義君） ここば呼ぶなら金の要

るでしょうけん。こっちから行けば幾らかは要

っとは要っとだろな。 

○委員（前垣信三君） たまたまその日だけだ

ったものですけん。常時開催しとればですね、

すっと行かるっとですけど。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、ちょっと小会

してもらってよかですか。小会ば。 

○委員長（野﨑伸也君） じゃあ、小会いたし

ます。 

（午前１１時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５９分 本会） 

○委員長（野﨑伸也君） 本会に戻します。 

 もう一度この案件についてはですね、提案の

趣旨等も、こういうふうにやりたいというのも

いろいろ書いてありますので、もう一回です

ね、きちんと内容も理解していただくためにも

会派で持ち帰っていただいて、もんでいただき

たい。で、次回のときにはまたそれぞれ皆さん

方の御意見、どういったですね、話が出たかと

いうところでまたまとめていきたいというふう

に思いますので。 

○委員（成松由紀夫君） ということは、持ち

帰ってから具体的に何と何と何ば諮ればよかで

すかね、ＩＣＴ関係。 

○委員長（野﨑伸也君） ４項目。 

○委員（成松由紀夫君） ４項目を、これを全

部、情報発信の強化からＷｉＦｉまで。 

○委員長（野﨑伸也君） そうです。１番、２

番については――。 

○委員（成松由紀夫君） 余り関係なかっでし

ょう。 

○委員長（野﨑伸也君） うん。１番、２番に

ついては、ほとんどもう議会事務局の協力があ

ればというようなところですので。 

○委員（成松由紀夫君） ３番ですたいね。 

○委員長（野﨑伸也君） ３番が皆さんに関係

があるところですね。４番も、そうですね、こ

こでお金があればすぐに設置できますよという

話ですので。 

○委員（亀田英雄君） ばってん、提案は４項

目だけん、４項目せんばんたい。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。４項目してい

ただきたい。 

○委員（成松由紀夫君） 先ほど言うた部分

で、なかなか理解を得られなかったということ

についてはですね、もうあくまで前向きにとい

うことで。私も思うとが、例えば各常任委員会

も議運もＬＩＮＥグループつくっとって、何か

があったら、ぱぱぱぱっと動けてっていうよう

なことを言っても、なかなか難しいところがあ

るので、先ほど言われた、今までやられている

通達――手紙だったり封書だったり、はがきだ

ったりということはやられながら、徐々に時代

の変化とともにできることの準備を進めていく

んですよということの説明をすればいいですか

ね。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。お願いしま

す。 

○委員（成松由紀夫君） その程度で。 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） じゃあ、それで、前

向きに。 

○委員（村川清則君） ちょっと事務局にお尋

ね。現在、議場内で、例えばタブレットは持ち

込みは今でけぬけども、議場内で外部への接触

とかはでけぬですか、でくっとですか。 

○委員長（野﨑伸也君） できますよ。 

○委員（村川清則君） ネットとかで。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） ＷｉＦｉ環

境を持っていれば、自分でですね。 

○委員（村川清則君） 条例上どげんですか、

外部と接触。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 条例上です
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か。 

○委員（村川清則君） うん。 

○議会事務局次長（嶋田和博君） 議場への持

ち込みは禁じられております。（｢議場が持ち

込み禁止たい」と呼ぶ者あり） 

○委員（村川清則君） だけん、外部と接触し

たらだめということでなっとっとでしょう。だ

けん、その辺も、なるとなれば変えんばんです

ね。（｢変えんばんですよね」｢で、ＷｉＦｉ環

境の整備ちゅうことで」｢ＷｉＦｉなくてもも

う既につながっとる」と呼ぶ者あり）ただ、ペ

ーパーレス化にも何かつながらんような、どこ

に行ってもそういうあれだし。まあ、会派内で

はまだ時期尚早というあれが随分多かっです。

（｢大方事実ですもんね」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） わかりました。じゃ

あ、持ち帰っていただいて、またちょっとよろ

しくお願いいたします。 

 本日の議会改革に関する協議はこの程度にと

どめたいと思いますが、御異議ございません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次回の開催日について協議したいと思いま

す。 

 取り決めでは毎月第１、３木曜日となってお

ります。次回は４月２０日になっております

が、いかがいたしましょうか。２０日でよろし

いですか。大丈夫ですか。よろしいですか。

（｢１０時ですね」と呼ぶ者あり）１０時で

す。 

 それでは次回の議会運営委員会の開催日は、

ただいまの協議のとおり、４月２０日１０時か

らということに御異議ございませんか。（発言

する者あり）よろしいですか。御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 持ち帰り事項についてはですね、皆さん会派

でしっかりもんでいただいて、次の会議で意見

集約していきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

                              

◎その他 

○委員長（野﨑伸也君） レジュメのほうに戻

りまして、大きな２番、その他について何かご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは、以上で議

会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

（午後０時０３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年４月６日 

議会運営委員会 
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